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平成２７年勝浦町マラソン議会（ひな会議）会議録第５号 

 

１ 招集年月日 平成27年３月17日 

１ 招 集 場 所      勝浦町議会議場 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 議 ３月17日 午後１時29分   議 長  大 西 一 司 

   散 会 ３月17日 午後４時59分   議 長  大 西 一 司 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  美 馬 友 子       ２番  麻 植 秀 樹 

       ３番  河 野 道 雄       ４番  篰   公 一 

       ５番  国 清 一 治       ６番  森 本   守 

       ７番  山 野 忠 男       ８番  井 出 美智子 

       ９番  大 西 一 司       10番  川 端 雅 夫 

  ○欠席議員（０名） 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  中 田 丑五郎     副  町  長  福 田 輝 記 

   教  育  長  椎 野 和 幸             伊 丹 眞 悟 

   税 務 課 長  前 田 泰 子     福 祉 課 長  大 西 博 己 

   産業交流課長  野 上 武 典     住 民 課 長  笹 山 芳 宏 

   建 設 課 長  柳 澤 裕 之             久 木 喜 仁 

           岡 本 重 男             豊 岡 和 久 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  松 本 重 幸 

１ 議事日程        

        開議宣告 

   日程第１ 諸般の報告 

   日程第２ 町政に対する一般質問 

１ 本日の会議に付した事件 
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教育委員会事務局長       
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   日程第１から日程第２まで 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午後１時29分 開議 

○議長（大西一司君） これより本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（大西一司君） 日程第１，諸般の報告を議題とします。 

 監査委員から平成27年２月分の例月出納検査結果について報告書がお手元へ配付の

とおり提出されておりますので，ご報告しておきます。 

 次に，法第121条第１項の規定により，説明者として出席を求めたのは中田町長，

福田副町長，椎野教育長，伊丹参事兼企画総務課長ほか関係各課長でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（大西一司君） 日程第２，町政に対する一般質問を行います。 

 通告表の順序に従って発言を許可いたします。 

 ７番山野忠男君の一般質問を許可いたします。 

 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） ただいま議長から発言の許可をいただきましたので，７番議

員の一般質問をさせていただきます。 

 まず，１番目の町役場庁舎の耐震補強工事についてでございますけれども，今回の

質問は平成25年と26年度の熟尽会議でご説明をいただいた中で，メモを見てみますと

いろいろと疑問の点がございます。その疑問点を質問させていただくわけでございま

す。 

 その後，建設課とか各課を訪問しましていろいろお聞きしましたところ，この担当

参事だと皆さんに言われました。結局，今回の庁舎の耐震工では参事に質問いたしま

すので，答弁のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 まず最初に，役場庁舎は昭和45年に完成し，築44年になります。そこで，平成25年

７月の耐震診断を行った結果，目標耐震性能，Ｉｓ値で0.75という数値でございまし

た。この建物は，目標とする耐震性能以下の指標となっております。耐震補強が必要

な建物であるということが認定されました。 

 そこで，耐震補強計画という中で，まず鉄骨補強のブレースの設置とか，ＲＣ壁の

増設，ＲＣ袖壁の増設とか，耐震スリットの設置等さまざまな耐震補強の計画が予定
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されています。中でも，高架水槽の撤去とか受水槽の耐震化とか，屋上の煙突の撤去

とか，この３点について一応認識はしておるんですけれども，どういう役目をしてお

ったか，機能としてどのようなことをされておったのかわからんので，その点につい

てお聞きしたいと思います。 

 また，今後必要なこの３点についての必要なものがないかどうか，その点について

も参事にお聞きしたいと思います。お願いします。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 高架水槽，受水槽，それから煙突等の機能で

すけど，ここにありますように，受水槽それから高架水槽については庁舎内の給排水

施設ということになっております。煙突については，焼却用の煙突ではなしに，私ら

がちょっと認識しとるのは，ごみを捨てる高架の煙突というふうに認識してますの

で，今回実施する工事では高架水槽は設置をいたしません。受水槽から加圧式で給水

をする方式となっております。高架水槽を設けずに，もう受水槽から直接圧力をかけ

て給水をするというふうな方式です。それから，今言いました煙突についても，もう

機能を果たしておりませんので今回取るような，撤去する方向で検討してます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） この煙突の撤去ということは，外部のごみじゃなしに庁舎内

のいわゆる事務用品とかそういった廃棄物の処理ですね。わかりました。 

 続いて，外壁の改修についてお聞きしたいと思います。 

 築44年にもなりますと，部分的に鉄筋が露出したり，亀裂が走ったり，また外壁材

の崩落や漏水の予防等を含め，建物の長寿命化のために適切な補修をしていかなけれ

ばならないというふうに言われております。 

 そこで，鉄筋の露出や亀裂の補修の中で，複層仕上げとか塗材仕上げということは

以前に聞いたと思うんですが，そういう点をちょっとメモしたって，クエスチョンマ

ークつけて何が何やらわからんので。これもしわかっておれば，参事，説明お願いし

ます。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 大変長く使っておりますので，外壁の亀裂そ
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れから脱落，それから鉄筋の腐食等が見られるという状況です。今回の仕上げについ

ては複層仕上塗材と呼ばれるもので，鉄筋コンクリートの外壁材に主によく見られる

仕様です。別名吹きつけタイルと呼ばれる材料で，今回役場の改修の大部分がこの仕

上げになるというふうに考えてます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） それは，鉄筋の上に埋めていくという。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） そうです。 

○７番（山野忠男君） 理解していいですね。その塗材仕上げというのはどういうよ

うな感じですか。これも同じものですか，塗材仕上げというのは。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 今言いましたように，亀裂とか腐食がありま

す。それを一旦取りのけまして，さびておるところを取って，そこにモルタル等で埋

め込みをして，外壁を仕上げるというような格好だと考えております。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 了解いたしました。 

 次に，屋上の防水改修についてでございますが，シート防水が今非常に激しく劣化

しておりますので，ところどころ各部屋の雨漏りが起きているということを聞きまし

た。また，３階屋上には，以前に金属製の屋根に改修されている，これは上からでも

よく見えます。鉄板で防水になると。屋根を造ってあるというふうな感じです。それ

は，太陽光発電設備設置のため撤去する必要があり，その設備設置に連動した防水改

修となるよう工法の検討が必要であるというふうに言われておりますけれども，その

工法は決まったんかどうか。どのような工法になるかを検討されているのかどうか，

この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 建設当時につきましては，スラブでございま

した。それから以降，大変雨漏りがひどいということで，今現在トタンの屋根を設置

しております。今回耐震に当たりまして，屋上に太陽光パネル，災害拠点施設という

ことで蓄電用の太陽光パネルを設置いたしますので，その屋根については撤去いたし
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ます。今，スラブの上に防水をいたしまして，その上に太陽光パネルを設置するとい

うような格好になろうと思います。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） これは，金属でしたある屋根は全部撤去してしまうっていう

ことやね。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） そうです。 

○７番（山野忠男君） 上から見てもようわかるけども全部トタン屋根になっており

ます，帽子みたいにね。あれは全部取って，太陽光発電の土台を設置するというみた

いな感じ。わかりました。 

 次の例の太陽光発電でございますけれども，３階屋上に設置すると。10キロワット

の太陽光発電を設置した場合，電灯とコンセントの電力に使うということですけれど

も，災害時に備えて15キロワットの蓄電池も設置するというふうに予定されているよ

うです。 

 そこで，10キロワットで冬季の暖房や夏季のクーラー等を，電源10キロワットで満

たせるかどうか，その10キロワットで合うのかどうか，そういうことが１つと，15キ

ロワットの蓄電池，バッテリーだろうと思うんですけども，それはどれぐらいするも

のなのか。 

 また使用した場合，災害時に何時間ぐらい継続して利用できるか，この２点につい

てお聞きしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 今回設置する太陽光パネルは蓄電用というこ

とでございます。災害時に商業用の電力が停止した場合に，防災対策に必要な機器を

作動させるための非常用電源として設置をするものです。 

 災害時には，大会議室を今のところ対策室というふうに考えております。大会議室

の電源を確保いたしますので，最低限の機器，連絡用とかパソコンとかそういう最低

限の機器を使用するための電力を確保したいと考えてます。冷暖房につきましては，

消費電力が大変大きくございますので，今回設置する10キロワットの蓄電では消費が

激しいということで，今回は設定しておりません。冷暖房は設置せずに，そういう対

策の機器に全て使うような仕様にしております。 
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 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 今の参事の説明で，冷暖房は設置しないということなんで，

これは従来の四国電力からの購入の電力で冷暖房は使用するわけですね。そして，災

害時にのみこの蓄電池で利用するという方向でいいんですか。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。時間も言いよったな。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 商業用の電力が来る場合は当然今と同じよう

に使えますので，冷暖房についての使用が可能であると。ただし，災害で電力線とか

塔が倒れて供給がない場合，今言いました太陽光パネルを蓄電してその電力を使用し

ますので，余り大きな消費電力を伴うものについては，使用すれば時間が短く，使え

る時間が短くなりますので，今回の仕様には入っておらないということです。使用の

時間ですけども，ちょっとまだそのあたりのどのぐらいの数のコンセントと機械を入

れるかちゅうのは細かくは決めておりませんけども，二，三日ぐらいは全部太陽光が

随時発電をしていきますので，それが急にぱたっと切れることはございませんけれど

も，二，三日ぐらいの余裕はあるんじゃないかと考えてますので，当然そのうちには

商業用の電力が来ると思いますので，そのときには通常の体制に戻れるかなというふ

うに考えてます。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） この商業用の電力ですね。今，ふだんのときにも使える電力

やね。これをふだんは使うけども，災害のときはこの蓄電池を使うという意味でしょ

う。例えば，真夏で何か災害が起きた場合，当然蒸し暑いと。本部にしても人がよう

け来てすごい今暑い，汗をかくというような状況ではなかなか対策ができないもので

す。当然，そんなときはクーラーも必要になってくると思うんですけども，そんなと

きどないするんですか，両方したら。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 商業用の電力が停止するということは町内に

もかなり大きな被害が出ておる，町内にも多分電気は来とらんだろうということが考

えられます。当然，そういう状況ですので，役場の対策室だけ暖房，冷房をかけてと

いうことにはいきません。やっぱり，災害対策にできるだけ時間，電気を費やしたい
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と。蓄電用の機器にも使用したいということですので，ご理解いただけたらと思いま

す。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） わかりました。災害対策に集中するということやね。はい，

わかりました。 

 次に，内装改修工事でございますけれども，３階のトイレとか給湯室とか和室を廃

止して，２階の議員控室と議長室，事務室を３階に移動するという議論が以前にあり

ましたが，これは大変不便なので現状のままでよいという意見が多かったと思うんで

す。この点についてはどのように進められておりますか。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 基本設計の段階では，議会の機能を３階に集

中させてということで提案させていただいた経緯はございます。ただ，議論の中で，

今の現状の位置で確保したいというご要望もありましたので，そういう設計というか

配置で今回は設計をいたしております。ちょっと，議員控室とか議長室，事務室のこ

とに触れられておりましたけど，これにつきましても現状の位置でございます。た

だ，工事期間中，東側のほうに耐震壁を設けますので，位置は変わりませんけれど

も，工事中は１メートルぐらいにちょっとスペースをいただいて，工事の期間中占用

したいと。工事の関係で占用したいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） よくわかりました。 

 次に，移設工事についての質問をさせていただきます。 

 これも以前に熟尽会議で説明があったように思うんですけども，いながら移動する

場合，この場合は総工費が安くなって，引っ越し費用や役場職員の作業負担が少ない

ということでございました。また，別に仮設庁舎をつくる場合は，いながら移設と比

べると環境面は非常に静かである。当然，工事しないんで静かなんですけれども，内

容設備面では障害物がなく，フルに移動ができる，という非常によい点，メリットが

あります。 

 問題点は，敷地の確保をせないかんと。本庁舎並みに敷地の確保をせないきません
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し，引っ越しの負担とかリース庁舎の費用ですね。これは4,500万円と聞いておりま

すけれども，そういったコストが非常に高いわけでございます。 

 そこで，移設庁舎の4,500万円が仮に要った場合に，財源，経費はどこから出てく

るんですか。これもちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 今回，当初段階では仮設庁舎というのを検討

したんですけれども，今回の工事につきましては，議員さんおっしゃられますように

敷地がない，それから費用がかかる，引っ越しの手間が大変である，こういうような

いろいろ条件を勘案しまして，仮庁舎は設置せず引っ越ししないと，役場の中で完結

するというようなプログラムで工事を進める予定となってます。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 居ながら改築ということですね。非常に騒音も激しいし，複

雑にもなるし，工事も大変と思いますけども，経費のことを考えればそれがいいんじ

ゃないかと思います。 

 そこで，改修工事，予定がいよいよ今年の４月からスタートして，28年２月の末で

完成というふうにお聞きしておりますけれども，あと１年ですかね，１年で仕上げて

しまうということですけれども，この期限内で完成する見込みはあるんですか。お聞

きしておきます。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 工事の工程につきましては，役場庁舎，それ

から福祉センターを並行して工事したいと思ってます。役場庁舎が終了しましたら，

先ほど言いました防災用の太陽光パネルを設置するということで，年度内，27年度内

中には終了したいと考えてます。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 27年度には庁舎が完成して，福祉センターのほうに移るとい

うことですね。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 並行して。 

○７番（山野忠男君） 並行して。わかりました。ありがとうございました。 

 以上で耐震補強工事につきましては質疑を終わりたいと思います。ありがとうござ
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いました。 

 次に，２問目に移りたいと思います。 

 地方創生についてでございます。 

 まち・ひと・しごと創生法案が平成26年９月３日に閣議で決定されました。これは

先日ネットで検索したマニュアルと同じで，６日の熟尽会議で参事にいただいた資料

と全く同じでございました。目的は，少子・高齢化の進展に的確に対応し，人口減少

に歯どめをかけるとともに，東京圏への人口の一極集中を是正し，それぞれの地域で

住みよい環境を確保して，将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために，

まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的に計画的に実施するとあります。 

 そこで，まちとは，国民一人一人の夢や希望を持ち，潤いのある豊かな生活を安心

して営める地域社会の形成で，地域社会の実情に応じた環境をとあります。この件に

ついて，勝浦町的にどのような施策を持つべきか，どのような目標を持っていくべき

か，参事に答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 勝浦町で個性豊かで魅力ある将来のまちづく

りをするという，この地方創生の理念でございますけれども，具体的な施策につきま

しては，これまでもご説明してきましたように，５年間の計画を立てるということに

なってます。とりあえず27年度でございますけれども，27年度につきましては，でき

るだけ経済効果なり波及効果を早くするということで，26年度の補正で対応させてい

ただいたところでございます。事業の内容につきましては，補正のときにご説明させ

ていただきました消費生活支援と，それと先行型ということで予算を組んだところで

ございます。今度，実際は28年度から４年間あるわけですけども，これにつきまして

はこれから今人選をしておりますけども，総合戦略の策定委員会をつくりまして，あ

との４年間の取り組む事業について精査をしていきたいと考えています。できるだけ

幅の広い分野，それからこれからの時代を考えますと，30代，40代，若い方の将来像

が反映できるような若い委員さんをできるだけ選出して，そういう総合戦略を立て

て，具体的な方針，それから施策について検討を進めていきたいというふうに考えて

ます。 

 以上です。 
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○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 一応，今年度は経済効果という面で努力をしていただいてお

るようでございますし，また来年は委員会の策定ですか，そういうことで30代，40代

の方々を中心につくるということですけれども，大体何名ぐらいの予定をされている

んですか。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 現在のところ，各分野から二，三名ずつとい

うことで，今のところ予定，今文書をそろそろ発送しかけておりますけども大体二十

二，三名でございます。当然，その団体の長にもお願いをしますし，もう一つその団

体の中で，先ほど言いましたように若い方，それから女性の方，町だけにこだわらず

幅広い階層なり年齢層から選びたいなということで，文書にそういうふうなことを記

載して募集をかけたいと，お願いをしたいと思っております。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） どうかひとつよろしくお願いいたします。 

 次に，人とはですね，地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保とありますが，

これは日常生活や社会生活の基盤となるサービスを，需要と供給を長期的に見通しつ

つ，住民負担の程度を考慮しながら，事業者や住民の理解，協力を得ながら，将来に

おける提供を確保していきたいとあるんですけれども，これは産業のサービスを通じ

て，住民にどのような整備をしていくのか，この件については産業交流課長に答弁を

お願いしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 質問の趣旨とは少々違うかもしれませんが，産業交

流課農業関係の人づくりというふうに考えますと，24年度から青年新規就農交付金制

度を利用しまして，若い農業者の育成に努めてきているところでございます。現在，

３名がそういった助成を受けておりますが，27年度につきましては，新たに４名を目

標に取り組みたいというふうに考えております。こういった新規青年就農者が，いわ

ゆる地域農業関係の中心的役割を担っていただけるようにお願いいたしたいというふ

うに考えております。 

 また，その他の人材育成といたしましては，いきいきファーマーズ営農講座，それ
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からふれあいの里さかもとが実施する農楽・みかん組など，営農指導のサービスを提

供しているところでございますが，若い農業者だけに限らず，高齢といいますか，仕

事を退職されて何かをというふうに考えている方についての就農というものについて

もいろんな面で施策を検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 27年度は４名を計画しているということでございますけれど

も，これは県外の，農業新聞なんかにもよく入っておるんですけれども，県外ではこ

の農業委員会とか，それから町内区長会とかいろんな方向へ働きをかけて，そしてで

きる限り多くの方を，４名やいわずにもっと大規模に募集して，やっていただいたら

効果的になるんじゃないかと思うんです。農業新聞なんかを見てみると，県外で10名

とか15名とか一気に希望者が出てきて，既に検証をやってるという記事なんかも載せ

ていただいてます。そんなことで，高齢者だけでなしにもっと幅広く声をかけて，

大々的に募集して早く農業を活性させていただきたい，このように希望しておきま

す。 

 次に，仕事ですけれども，地域における魅力ある多様な就業機会の創出とありま

す。結婚，出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ，結婚，出産，

育児について希望の持てる社会が形成されるよう環境を整備とあります。きょうの午

前中の国会をちょっと見ておりますと，人口減少の解消は，育児の中で教育費と医療

費は全面廃止と，それ以外にないというふうなことも言われております。そんなこと

で，育児と教育というものは人口減少抑制にかかわってくるというようなことを言わ

れております。 

 そこらについて福祉課長はどのような目標を持っているか，聞きたいと思います。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） ご質問の結婚，出産，育児について希望が持てる社会形

成，大きな命題でございますので，この全てを解決できるわけではないと思いますけ

ども，現在，現福祉課で取り組んでいる環境整備について申し上げます。 

 平成25年度から若者の出会いの場を提供して，結婚のきっかけづくりになればと，

町内で実施される婚活イベントを助成する事業をスタートさせ，年間15ないし20組の
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カップル成立に効果を上げております。ことし３月３日から出生児には，第１子に３

万円，第２子５万円，第３子10万円の出産祝い金制度を設け，出生率向上に期待が持

てるかとを考えております。不妊治療を助成するこうのとり事業，妊産婦健診や母子

健診，新生児訪問，３カ月から３歳児の乳幼児健診，来年度からは健やかな子供の発

達を確認するため，１歳６カ月から３歳児を対象に言語聴覚士による診断も開始しま

す。町内の保育所に看護師を配置する事業も継続し，新たに26年度補正で行いました

が，実施するのは27年度で，就学前の５歳児の保育料を交付金により実質無料化し

て，保護者の経済的負担の軽減も図ります。その他，さまざまな施策を実施，継続す

ることによりまして，結婚，出産，育児と切れ目のない支援で，町内在住の若者が希

望の持てる環境整備を進めていければと考えております。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 今，大西課長の答弁の中で，婚活も大体15ないし20組が大

体，成立じゃないんですね，これ。 

○福祉課長（大西博己君） 交際中です。 

○７番（山野忠男君） 交際中ですか。それを本当にもう少し力を入れていただい

て，ゴールするような方向で，そんなことも研究してもらって，少しでも人口が増加

するように努力していただきたいと思うんです。 

 それから，保育所の保育所料やね。これも随分と出していただいてるように思いま

すけれども，これもなお予算の許す限りお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 次に，教育長にお聞きしたいと思います。 

 今後，若者定住促進で欠かせないのが子育て支援であります。その中で，勝浦町は

人口減少とともに，児童・生徒の減少も著しいというのがあります。いずれ近い将

来，学校の閉校や他校との合併のときがやってくると思います。 

 そこで，児童・生徒がふえるために，増員のために，今から魅力ある学校づくりに

取り組まなければならないと思います。教育長の児童・生徒減少の抑制施策をお聞き

したいと思いますので，よろしくお願いします。 

○議長（大西一司君） 椎野教育長。 
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○教育長（椎野和幸君） 改めましてこんにちは。よろしくお願いをいたします。 

 それでは，議員ご質問の児童・生徒の減少対策と今後の目標はということでありま

すが，まずお手元に児童・生徒数の現状というのをお配りをさせていただきましたの

で，ご確認をいただければというふうに思います。Ａ４の縦長で用意をさせていただ

いております。 

 局長から議員の皆様方に配付ができておると思うんですが。 

            （「小休しよう」の声あり） 

○議長（大西一司君） はいはい，ほな小休します。 

○教育長（椎野和幸君） すいません。 

            午後２時05分 休憩 

            午後２時09分 再開 

○議長（大西一司君） それでは，再開します。 

 椎野教育長，続けてお願いします。 

○教育長（椎野和幸君） ただいまお手元に児童・生徒数の推移表というのをお配り

をさせていただきました。昨年の９月現在で集計をしたものでありますが，平成26年

度，今年度から平成32年度までの現在の児童・生徒数，それから乳幼児から足し込ん

でいきました将来の児童・生徒数というのを一覧表にさせてもらっております。縦軸

が学校，横軸が学年というふうな形でごらんをいただければというふうに思います。

生徒数につきましては若干のでこぼこがあるものの，残念ながらゆっくりと逓減をい

たしております。 

 そこで，議員よりの児童・生徒数の減少対策はのご質問についてでございますけれ

ども，現在議員の皆様のご理解，それからご協力をいただきながら，町を挙げて取り

組みをしております若者定住対策を初めとした人口減少に対する歯どめ策への取り組

みにつきるというふうに思っております。町の宝であります子どもたち，お子さん，

このお子様を産み育てていただける世代の世帯に少しでも経済的負担を軽減し，一方

では安心して育児や教育に取り組みしていただけるまちづくりといたしまして，勝浦

町総合計画のもと，定住促進に向けた賃貸住宅建築費や家賃の助成事業，これに始ま

り，先ほど福祉課長の答弁にも少しありましたが，子ども・子育て支援事業や，それ

から地域ぐるみの学校支援事業などなどが該当いたしておろうかというふうに思って
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おります。これらの事業につきまして，愚直に取り組みすることが現在の最善手段と

思っております。また，ゆえに議会にもご承認をいただいていると理解をしておりま

す。 

 なお，今後の目標というご質問もいただきましたが，出生率目標，それから出生

数，さらには児童・生徒数の確保目標といった数値目標は立てておりません。画餅と

は言いませんけれども，数値目標を立て，目標達成に一喜一憂するというよりも，自

治体の存続問題にも発展するかもしれないこの人口逓減への歯どめ策実行を，議会，

行政，そして住民が一枚岩で取り組みすることが今最も求められていることであろう

と認識をしてるところであります。 

 以上，答弁とさせていただきます。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） ありがとうございます。今，一覧表を見せていただきまし

て，非常にわかりやすく説明をしていただきました。 

 行政，町民が一枚岩となって努力せないかんというお話も聞きましたけれども，現

在は日々人口減少が加速しております。人口6,000人，7,000人と言われていた時代

が，つい先日のように懐かしく感じます。 

 そこで，執行部，議員，町民がそれこそ一丸となって，問題意識を共有してアイデ

アを出し合って，人口減少抑制に取り組まなければならないときであると私も感じて

おります。そこで，町長はこの勝浦町の船長でありますから，今後大きな目標を目指

して，力強い指揮をとっていただきたいことを要望して，この件についての質問を終

わります。 

 それでは次に，３問目のホタル歩道橋の調査結果について質問をさせていただきま

す。 

 毎年６月にはホタルまつりのシーズンとなりますが，３日間で延べ人数で約３万人

の観客が押し寄せてきます。毎年のことですが，日ノ浦地区の歩道橋は余りにも多く

の人が押し寄せていきますので，もう落ちるかもう落ちるかと日ノ浦地区の住民は大

変心配をしております。 

 ところで，昨年７月の若あゆ会議で一般質問させていただき，町長，課長ともに専

門業者と相談をして結論を出したいという答弁をいただきましたが，早速昨年の秋に
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点検をしていただきました。その結果どうであったか，建設課長からの報告をお願い

したいと思います。 

○議長（大西一司君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） ホタルまつりの期間中に地元住民の方が歩道のことを心

配されており，調査結果はということで，ホタルまつりに例年町内外から多くの方が

訪れ，横瀬与川内の張り出し歩道が危なくないかということでございます。 

 議員おっしゃるように，昨年11月に与川内の張り出し歩道の点検調査を行いまし

た。規模といたしましては調査延長が589メーターほど，ほんで４つの工区に分かれ

ております。点検結果を申しますと，ホタルまつりで大勢の方が使用しても問題はな

いというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 589メートルの４区間に分かれて調査した結果，大勢の方が

その上を通っても安全であるというご報告をいただきました。ちょうど，私も昨年の

11月に調査員にお会いしました。今あそこの道は毎日のように私は通りますので，調

査員にお会いしましていろいろとお聞きしましたところ，調査の結果，歩道の天板，

上にブロックの広い板を歩道に置いてあります。そのブロックから水漏れがあり，鉄

柱がところによると大量にさびが発生していると。何かの方法で処理をしたいと思っ

ているとそのときには言われました。しかし，鉄柱のさびどめの処理はその後できて

いるか，課長にお聞きしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 議員おっしゃる天板の間のさびの処理ということで，２

工区の部分で延長が212メーター，場所でいいますと美渓のおそば屋さんから西側に

向いての212メーターでございます。構造といたしましては，デッキプレートの鉄板

を置きまして，その上にコンクリを流し込んでいるという構造で，その歩く部分を構

築してございます。 

 そこで，ご心配のさびの腐食のことですが，平成21年度に調査をしております。そ

のときよりも進んでおりまして，構造的には近い将来に取りかえの評価となっており

ます。しかしながら，使用については今のところ別に問題ないなというふうなことで
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報告を受けております。 

 また，これを補修するに当たっては，212メーターと延長も長くございますので，

補修費用については額面としては張りますので，町といたしましては，国，県からの

補助金など模索しながら，近い将来に年次計画的に補修計画を検討すべきかなという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） そば屋さんから西へ212メートルということでございます

が，これは近い将来取りかえの必要があるということなんですけれども，いつまでで

あれば安全だとか，いつごろにはそういう補修をしたいとか，そういう細かな計画は

まだされていないんですね。 

○建設課長（柳澤裕之君） はい。 

○７番（山野忠男君） 近い将来には早目に，そういう有利な補助があったらぜひと

もひとつお願いしたいと思います。 

 次に，歩道橋のすぐ隣を走る旧道ですけれども，大型ダンプや重量車が頻繁に通り

ます。ご承知のとおりでありますが，したがって鉄柱を支えている石垣，昔は県道だ

ったんですけれども，昔からの石垣，これが振動によって狂っているのではないかと

いう保存会の会員の方々の話があります。そこで，それも今回調査に入っているので

確認していただけるという話をしてあるんですけれども，これについて石垣の狂いは

ないか，当面心配はないか，そこらも気になるところでございますので，課長の答弁

をお願いします。 

○議長（大西一司君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 議員ご指摘の鉄柱の固定場所，既設の石積みに固定して

ございます。当時平成21年度に調査をいたしましたところ，悪いところについては平

成22年から23年度に修復をしております。今回の調査で，議員ご心配の鉄柱の固定部

分については心配がないというふうな報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 山野忠男君。 

○７番（山野忠男君） 鉄柱の固定部分の石積みについては狂ってない，心配ないと
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お聞きしました。今年は人員の都合上，皆さんいつも出席していただいております開

会セレモニーというのがあります。知事にも来ていただいておりまして，開会セレモ

ニーがありますが，これはことによったら中止をするという予定もしております。こ

れは，はっきりしたことはここで発表はできんのですけど，そういう予定でおるとい

うことでございます。また，ホタル保存会の会員も高齢化が進み，今年は交通整理も

小松島署と一部東署にも協力をしていただくという予定もしております。売店も毎年

２カ所でやっておるんですけれども，来年は女性部の，これも高齢化で人手不足で，

２カ所を１カ所にするという計画もしております。 

 今後，高齢化が進むため問題もあると思いますが，歩道橋の点検をしていただき，

安心してホタルまつりが開催できることを本当にありがたいと思っております。大変

お世話になります。今後ともよろしくお願いします。 

 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大西一司君） 以上で７番議員山野忠男君の一般質問は終了しました。 

 議事日程の都合により，休憩いたします。 

            午後２時22分 休憩 

            午後２時35分 再開 

○議長（大西一司君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ３番河野道雄君の一般質問を許可いたします。 

 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） ただいま議長の許可をいただきましたので，３番議員，一般

質問をさせていただきます。 

 まず最初は，どう守る子どもの命ということで質問をさせていただきます。 

 最近，子どもの命を奪う事件がたびたび起きている。２月19日，川崎市川崎区港町

の多摩川河川敷で，中学１年の上村遼太君の遺体が見つかった殺人遺体遺棄事件は，

極めて悲惨な事件である。この事件については，毎日のようにテレビや新聞等で報道

された。こうした事件を知る教育長の心中といいますか，心の動きをお伺いいたしま

す。 

○議長（大西一司君） はい。 

 椎野教育長。 
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○教育長（椎野和幸君） まずは，上村遼太君のご遺族，ご親族の方に謹んで哀悼の

意をあらわすとともに，上村遼太君のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。 

 さて，議員が取り上げられました中学１年生の殺人事件でありますが，マスコミ報

道等によりますと，自校の――同じ中学ですね――自校の先輩後輩という間柄ではな

く，遊技場で知り合った男であったというふうに聞いております。 

 勝浦町では，機会の少ない出会いであろうというふうに思います。勝浦町内には，

容疑者として逮捕されている３少年のような輩はいないと認識をしているところであ

りますが，遼太君の悔しさや，ご遺族の方々も今になっては反省材料となっている遼

太君との接し方，犯人に向けた憎しみ，さらには遼太君を知る友達や全国の同年輩の

子どもたちの心の傷を思いますと，言葉は見つかりません。 

 なお，本町ではあの痛ましい事件を受けまして，緊急の校長会を開催をしておりま

す。児童・生徒との信頼関係の強化やより注意深い見守りなどによって関係者が情報

を共有し，子どものＳＯＳをしっかりと把握し，適正に対応する体制づくりというの

を改めて指示したところでございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） ありがとうございました。 

 続いて，この事件についての電話対応について伺いますが，上村君は１月から命を

奪われた２月19日まで学校を休んでいると。その間，学校側は上村君に対して毎日の

ように電話をかけていたが，上村君とお話ができたのはたった１度だけであった。と

いうことで，この電話対応について教育長の感想をお聞きします。 

○議長（大西一司君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） これもマスコミ報道からで恐縮でございますが，不登校が

始まったのは１月８日以降ということでございました。１月８日以降，すなわち３学

期以降，家庭訪問５回を含め，保護者の携帯電話やご家庭の加入電話宛てにはほぼ毎

日架電をし，状況把握に努めていたようでございます。しかし，保護者――母親でご

ざいますが――保護者も状況把握が十分でなく，適切な対応には至っていなかったと

いう様子でございます。なお，この間に，川崎市では学校と警察との間で定期的に開

催をしております連絡協議会というものがあるようでございまして，その場で実名を

伏せた上で，不登校の子がいて心配だということを学校から警察のほうには報告をし
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ていたという報道も，これもございました。 

 さて，ご質問の件でございますけれども，なぜ保護者と膝を突き合わせてやれなか

ったのかということでございますが，先生方は子どもの安全を守れなかったことに対

して非常に悔しがっておるというふうに思っております。当然，一生懸命に取り組み

をされていたでありましょうが，思いつく限りの対処法であったり，同僚教員からア

ドバイスを積極的にもらい，もっともっとフットワークよく行動していただきたかっ

たなというのが正直なところでございます。 

 また，学校と地教委，それぞれの地区の教育委員会でありますが，学校と地教委，

ケースによりましては警察も含め，情報の共有化，それから組織を挙げた対応という

のが不可欠であるというのが私の感想であり，認識でもございます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） こういう事件の後で反省というか，もう少し連絡等のあれが

できていたらよかったなあというような反省の弁がいつも出てくるんですが，その次

の質問で，地域ぐるみで子育てということについて質問をしてみたいと思いますが，

上村君は生徒として当然しなければならないことができていない。日本では小学校６

年間と中学校３年間は義務教育ですから，国民として誰でもやらねばならない学校教

育を受けていない。子どもを守り，正しく導くためには，学校と保護者だけでなく民

生児童委員さんや，本町においては地域ぐるみの学校支援協議会を設置し，現在98名

が学校支援ボランティアに登録されている。そうした多くの方々が情報共有して子ど

もたちを見守っておれば，上村君やそうしたグループの人たちの保護もでき，大事に

は至らなかったのではないかと思います。 

 そこで，本町の情報共有についての連携はどのようになっておりますか。これは，

教育長でも事務局長さんでもどちらでも結構ですから，答弁願います。 

○議長（大西一司君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 学校，家庭，地域の連携ということでございますけれど

も，まず学校と家庭，この間につきましては，小さな子どもさんですと，毎日の日記

による交換で学校の様子は伝わっております。中学生になりましても，心配事があれ

ば都度個別の連絡を入れる，さらにはＰＴＣであったり，ＰＴＡ総会などの懇談であ
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ったりといったところで，定期的に情報交換を行っておるところでございます。 

 それから，地域との連携ということでございますけれども，これも小さなお子様か

らお話をさせていただくと，小学校では登下校の見守りということで，立哨のみなら

ず子どもたちに寄り添ってついていただいて，下校まで見ていただいておるというあ

りがたいボランティアの活動がございます。中学校におきましても，ボランティア活

動というところで地域ぐるみの支援団体がございまして，そちらのほうで，勝浦の郷

土を教えてもらうというところの活動も含めまして，子どもの安全への見守りという

ところも積極的に活動をしていただいておるところでございます。 

 それから，そのボランティアの協議会にはコーディネーターの方，リーダーの方を

つけていただいておりまして，リーダーの方とは教育委員会と定期的な連絡会議を行

っておりますし，またボランティアの方に集まっていただいての連絡会というのも開

催をしておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 本町では，他の市町村ともかなり距離があって，勝浦町は独

立した一町村というようなことで，子どもの環境というのは非常に子育てのしやすい

環境ではなかろうかとは思っておりますが，そうした中でこうした悲惨な事故は絶対

に起こしてはならないというようなことと，子どもたちを温かく見守って成長してい

ただく，子は宝といいますが，宝よりも子は大切なものです。宝石等であれば金さえ

あれば手に入るが，子どもというのはお金では買えない，町にとってはこの上のない

宝物でありますから，これは町民の皆様方が，あの子はどこの子，あの子はよその子

では子は育ちませんから，あの子は勝浦町の子だ，勝浦町の宝であると皆さんがそう

いう意識を持って，子どもを常に見守ってやっていただければいいのじゃないかと思

いますが，子どもが健やかに成長できる環境づくりというのは大人がやらねばならな

いことでありますから，そういう地域の皆さん方との連携というのは非常に大事であ

る。その連携については本町においてはできているんではないかと，今の教育長の説

明では感じておりますが，こういうことについては個人情報であったりプライバシー

であったりと，いろいろ障害もあるようですが，そういうところは取っ払って，町民

一人一人が子を見守って，温かい目で育てていっていただければいいんじゃないかと
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いうことで，本町にとっては連携はかなりできているようでありますから，安心して

よいのではないかという思いがしておりますから，この質問はこれで終わらせていた

だきます。 

 次の質問に入りますが，避難所に移動風呂をということで，これも私の質問はいつ

もこういうものが入るんですが，これも提案でありますが，南海トラフ地震や豪雨に

よる大きな災害が起きれば，多くの方が避難生活になると予想されます。風呂は身も

心も癒やしてくれる大切なものです。 

 そこで，避難所に移動できる風呂を設置することを提案します。どういう風呂を設

置すればいいかというのはいろいろあると思います。燃料にしても，ガスであったり

電気であったり薪であったり，いろいろあると思いますが，私が通告につけ加えまし

たのは，薪の風呂を一つのモデルにしました。これは，薪にするかガスにするかは，

私に向かい合っている皆さん方で検討していただければいいことでございますが，ま

ず移動できる風呂，なぜ私はこういうことを思いついたかといいますと，私も昨年か

ら今年度の初めにかけてちょっと家をやりかえたときに，風呂というものは非常にあ

りがたいものである，今までは年間を通じて風呂のない日というのはほとんどなかっ

たんですが，いざ風呂をなくしてみますとこれほど大切なものはなかった。風呂とい

うのは寒いときには温めてくれるし，身も心も癒やしてくれる。寒いときであれば電

熱器やガス，そういうもので表面は暖かくなるんですが，体の芯まではなかなか癒や

してくれない，温めてくれないということで，風呂というものは非常にありがたいも

のであるということに気づきましたので，こういうものを町で設置しておけば，災害

時避難所に風呂があるところというのはまずないんじゃないかと思い，こういうこと

を思いつきました。 

 それの設置費用というのを，薪の風呂であれば，大きさは外寸で２メーター角ぐら

いあれば何とかいけるんじゃないかということで，２メーター角ぐらい，高さは２メ

ーター700ぐらいは要るかなと思うんですが，こういう風呂を設置するのには費用と

しては100万円ぐらいはかかるんじゃないか。近くの左官屋さんに，風呂部分につい

てはどのぐらいかかりますかという説明を受けたんですが，材料費，手間代を言よっ

たら四，五十万円ぐらいはかかるだろう。外壁工事は，これは外は100のＨ鋼で私は

いけると思いますから，100のＨ鋼で枠組みをして，外板はトタン張りでもいいんじ
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ゃないか。そういうことにすれば，まあ100万円ぐらいではおさまるんじゃないかと

思います。 

 そういうものも貸すのもあるんじゃないかと思いますが，便所も貸すのがあるし，

風呂もこういうのもあるんじゃないかと思うんですが，災害時に果たしてそれが間に

合うかどうか，非常に疑問なところがあります。本町においては，大きな地震が発生

すれば地震の被害だけですが，近隣市町村，徳島，小松島，阿南，そういったもの

は，地震による倒壊に加えて津波の害も加えますと，本町に起きる害よりははるかに

多いと思いますから，仮にこういう貸すものがあったとしても，そっちのほうが優先

的に使われるんじゃないかと。勝浦町まではなかなか回ってこんのじゃないかという

思いからこういう提案をさせていただきますが，担当課長の考えをお伺いします。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 避難所の臨時風呂というか移動風呂の件でご

ざいますけど，今の避難所の中で学校等には簡易な風呂がございますけども，大方の

施設については風呂等はございません。 

 おっしゃいますことはよくわかりますけれども，今のところは管理の問題とか費用

の問題がありますので，被害の状況を見て対応したいと思ってます。避難生活が長引

いて，健康上とか衛生面のことで問題があるようでしたら，必要になってくれば自前

も含めて，今おっしゃいましたレンタル，リース等で対応してみたいと思ってます。

余り被害が大きい場合は自衛隊を要請する場合もございますので，そういう場合につ

いては自衛隊に要請したいというように考えてます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 課長の認識としては，被害の状況を見てとかリースをお借り

するとか，そういう方面で対応してみたいというんですが，果たしてこのリースとい

うのが本町において間に合うかどうか，これは私は非常に心配をするところですが，

課長はこのリースで間に合わすというようなお考えのようですが，私はできれば何か

の補助金を利用して，本町の予算中心じゃなくて何かの補助金，コミュニティー補助

金等みたいなものでも活用できれば，各区にそういう提案をしてもらって，設置でき

るところはしておけばまさかのときに間に合うんでないか，私はそういう心配があり
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ますから，何ぼリースがあるとしても本町まではなかなか回ってこんのじゃないかと

いう心配がありますが，もう一度課長の認識をお尋ねします。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） それも全体の被害によりますけども，何度も

言いましたけども，議員がおっしゃられるように，大規模になれば周辺のところは当

然津波とかいろいろ地震等で被災しますので，必ず調達には厳しいことになろうかと

思います。一つの方法とすれば，大きなどこか集会所に風呂をつくっておくとかとい

うような手段はあろうかと思いますけど，今のところはこれからの検討事項でござい

ますので，これからはちょっとそのあたりも，対策としては考えていきたいと思って

ます。 

 また，できる限り，今言いました被災の状況によりますけども，かなり今のところ

レンタル的なものはありますので，調達は可能でないかとは考えております。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 課長の認識としては，今のところ本町ではつくらない，リー

スに頼っていくというようなところでございますが，できればこういうものでも検討

課題につけ加えていただければありがたいなと思っておりますから，要望にしておき

ます。 

 続いて，その下も，私の思いつきの要望ですが，避難所にカップ麺を備蓄してはど

うかということでございます。 

 これは，平成16年に起きた新潟県中越地震，それから10年後の震災復興を，昨年私

たち議員は視察に行ってきました。そこで，避難食についてのお話も聞きましたとこ

ろ，一番人気のよかったのがカップ麺であったという話もお聞きしました。ほかに乾

パン等の備蓄もあったんですが，乾パンは余り評価はよくなかった。カップ麺が一番

評判がよかったということを聞いたので，本町でもカップ麺を備蓄してはどうでしょ

うかという提案でございます。 

 その一つの方法として，１戸当たり500円程度，一番皆さんが出しやすいかなと思

う500円程度，これをそうした災害が起きたときに対しての協力金というか義援金み

たいなものを500円ぐらい出してもらって，それを全部ひっくるめたものを２等分し

て，仮に10万円であれば５万円ずつと，年２回に分けて町で購入してもろて，保管は
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各区にお願いする。各区には保管庫もありますから，町でまとめて保管ということに

なりますとまたやりにくいところもあるかと思いますので，備蓄は各区にしてもらっ

て，もしも災害が起きたときには，全ての区が避難所に避難するということになるか

もしれませんが，避難できなくて済んだところは，その備蓄したものを避難している

ところに全て提供していただく，そして半年ごとに入れかえるというのは，賞味期限

もありましょうから半年ぐらいで交換をして，被害が起きなかったときにはその出資

してくれた人にお返しをすると。その繰り返しで，カップ麺を備蓄をしたらどうだろ

うか。カップ麺なんかは各個人でしときゃいいじゃないか，各区でするところはすり

ゃいいじゃないかという考えもありましょうけれども，全体的に考えて，被災が起き

なかったところは被災が起きたところに対してその分を提供する，助け合いの心とい

いますか，そういう備蓄をしてはどうでしょうかという提案ですが，これも関係課長

さんにお尋ねをいたします。 

○議長（大西一司君） 伊丹参事。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 県の備蓄対策の方針として，もうご存じのと

おり，被災した直後１日目はそれぞれの家庭でと。２日目が町で，３日目が県という

ような指針が出とんですけども，カップ麺は確かに食べなれておって，食べやすいち

ゅうことはよくわかりますが，ちょっと難点は賞味期間が短いということがございま

す。再々これを入れかえをせないかんということもございますので，できればこれ今

言いました１日目の各家庭の備蓄として，ご家庭それぞれ個人の方で備蓄していただ

ければと思っておりますので，町はできるだけ保存期間の長いもので，４年から５年

ということで備蓄をしておりますので，それでできるだけ対応したいと思っていま

す。 

 それから，備蓄品を買うのは町民の方やね，負担していただけるんは。 

○３番（河野道雄君） 町民が。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） 負担する。 

○３番（河野道雄君） 負担して，買うのは町がまとめて買うていただいて。 

○参事兼企画総務課長（伊丹眞悟君） その件につきましても，もし町民の方がお金

を出していただいた分であれば，その地区ごとに必要なものを地区で買っていただい

て，地区ごとで備蓄をしていただければありがたいなと思ってます。全体の町民の方
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からお金をいただいて役場が買って，それをまた分配するというか，配給するという

ような形は，とてもなかなか町のほうも管理がしにくいと思いますので，できました

ら地区のほうについては地区のほうで，地区ごとにそういう方法をとっていただけた

らと思ってます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） そういうお答えが返ってくるとは思っておりましたけれど

も，各地区地区で備蓄する，それはその地区地区によってそれぞれ備蓄をしていけば

いいかと思いますが，私が一番ここで提案をしているのは，助け合い心といいます

か，災害が起きたときに対して各区で備蓄ということになりますと，備蓄をしている

ところもあるし，備蓄をしないところもあると思いますから，これは各地区に分担し

て備蓄をしてもらって，災害が起きたときにはそういう心ばかりではございますが，

助け合いの心といいますか，そういうものを提出してもろて，お互いの災害を認識す

るというか共有するというか，助け合いの心が，そういうまとめてしたほうがしやす

いんじゃないかということで提案をいたしましたけれども，この件について町長にも

お伺いいたしたいと思いますが，町長はこういう提案に対してどのような認識を持た

れますか，答弁願います。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） ご答弁をいたします。 

 先ほど来，特に避難所のことから始まりまして，避難所のカップ麺というようなこ

とでございます。担当参事から申し上げましたとおりでございまして，こういう期限

が短いというようなことで，入れかえが必要だというようなことでございます。 

 議員から申し上げますと，町が一括してというようなことも言われておりましたけ

ども，やはり期間の長いものは役場でまとめて買って，短いものはそれぞれのご家庭

でというのが基本的な考えだと私は思っております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 答弁の内容については，共通した答弁がいただけるんじゃな

いかとは思っておりましたが，できればこういうことも今後の検討課題に含めていた
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だければ，災害に対して非常に役立つんじゃないかと私は思いますので，これはでき

れば検討していただければと思います。この点についても，これで質問を終わりま

す。 

 続いて，間伐と林道ということで，これ通告書にはちょっと分けてしたんですが，

両方混雑するところがあると思いますが，まず間伐は森林の適正な整備，保全であり

ます。地球温暖化防止及び循環型社会の形成に貢献し，農山漁村地域の振興に資する

ことが目的でありますが，本町にとって間伐作業は，災害に強い山，懸念される土砂

災害等を抑制することも考えられますので，間伐事業を推進していただきたいという

思いで質問をさせていただきました。 

 そこで，間伐の現状を産業交流課長にお伺いいたします。 

○議長（大西一司君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 勝浦町内の間伐の実績でございますが，まず昨年平

成25年度におきましては，森林環境保全直接支援事業で，切り捨て間伐を6.74ヘクタ

ール，搬出間伐を16.85ヘクタール，搬出材積におきましては2,526立米，それから環

境林整備事業で，切り捨て間伐を11.07ヘクタールを行っております。合計，切り捨

て間伐では17.81ヘクタール，搬出間伐では16.85ヘクタール，搬出材積につきまして

は2,526立米でございます。 

 続きまして，26年度でございますが，森林環境保全直接支援事業で，切り捨て間伐

は３ヘクタール，搬出間伐は27.8ヘクタール，搬出材積が2,300立米の予定でござい

ます。それから，環境林整備事業で切り捨て間伐を11.07ヘクタール，合計，切り捨

て間伐が14.07ヘクタールで，搬出間伐は27.8ヘクタール，搬出材積が2,300立米の予

定でございます。間伐箇所につきましては勝浦町の立川地区で，搬出の木材につきま

しては徳島中央森林組合の上勝の共販所となっております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 本町の間伐事業というのは，私の見る限り割合できていない

んじゃないかというところでございます。上勝なんかに行きますと，あちらにも，こ

っちも至るところで間伐事業は目につくんですが，本町においては目につくところで

は余りできていない。主に立川を中心に今やっているそうでございますが，余り進ん
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でいないというのは事業に対する補助金等の関係もあろうかと思いますので，課長さ

んに補助金等の内容についてお伺いをいたします。交流課長，よろしくお願いしま

す。 

○議長（大西一司君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 間伐等の補助金の内容でございますが，森林施策に

係る補助金については，育成する林業から生産する林業への転換ということもあり，

平成23年度に内容が大きく変更されております。５カ年間で実施する森林経営計画の

策定認定が条件となりまして，５カ年で実施しなければならない下限面積が設定され

ております。これをクリアできなければ認定の取り消しから，また補助金の返還等が

求められるということとなっております。 

 補助金申請の面積要件でございますが，１回当たり５ヘクタール以上でございまし

て，かつ１ヘクタール当たりの搬出材積が10立米以上ないと補助対象にならないとい

うことでございます。 

 補助金額でございますが，条件によって異なることとなっておりますが，例えば１

ヘクタール10立米の搬出材積があったとして，補助金額が16万2,000円，搬出材を売

りましても，搬出経費が多くかかってしまい赤字となるということで，事業用分に当

たりましては，あらかじめ森林組合等で森林の状況，それから搬出の経路の条件，こ

ういったものを調査して，利益還元できるかどうか検討してからの実施というものが

適当でないかと思われます。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） なかなか補助金をいただけるような間伐事業がないようでご

ざいますが，１ヘクタール当たり10立米以上の木材を搬出しなければその対象になら

んということで，面積についても５ヘクタール以上というような固まったところじゃ

ないと，この補助金の対象事業にはならんということでございますが，そういうこと

を考えますと，この間伐事業はなかなか進まんのじゃないか，今の安い木材に山の手

入れを加えるということは，持ち主に対しても非常に負担になるのでなかなか進まな

いんじゃないかということでありますが，上勝ではどんどんやっている，どういう補

助金でやっているのかちょっと私も気になったので，知人も間伐事業に携わっており
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ますからちょっと聞いてみますと，上勝では森林環境整備事業でやっておりますか

ら，個人でやっても補助金は出ますということでございます。今の説明であれば，５

ヘクタール以上固まって，10立米以上の木材を搬出しなければその対象にならんとお

聞きしましたが，上勝では切り捨ても補助の対象になる，いろんな個人でやったもの

に対しては補助金は出ませんが，他人にやってもらったら補助金の対象になる。たと

えば，私の山を隣の篰さんにやってもらったら補助金の対象になるし，篰さんの山を

私がやれば補助金の対象になる，お互いに対象になるということで，自分でやるんで

なしに知り合いの方にやってもらえば補助金の対象になる。どのぐらいの補助金があ

るんですかと聞いたら，やってもらった人の手間賃ぐらいは出ますということでござ

いますから，間伐事業をやれば自分のお金を出さなくても間伐事業は進んでいくとい

う考えでいいんじゃないかなと私は理解しましたので，そういう制度があるんであれ

ば，本町においてもこういう難しい，補助対象事業でなしにこうした環境整備事業を

取り入れてやっていけば，間伐も進んでいくし，非常にいいんじゃないかと思います

が，課長はそういうところは認識をしておりますか。 

○議長（大西一司君） 野上産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 先ほど，上勝の状況というところでお話しさせてい

ただきましたが，上勝町の状況というのは詳しく聞いてはおりませんが，上勝町の中

でも，先ほども申し上げました森林経営計画というものを策定いたしまして，年間で

間伐する面積を計画的に決められまして，先ほど勝浦町でも活用いたしております森

林環境保全直接支援事業といったもので，間伐の補助を受けながら実施しているとい

うものと思っております。勝浦町でもこういったものを利用してやっているんです

が，これも間伐の作業につきましては森林組合等に委託しまして，個人が実施してい

るものというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） こういう有利な補助事業を取り入れて，本町においても間伐

事業というのは推進していただきたい。特に，本町においては土砂災害の危険の多い

ところでありますから，そのもとをできるだけ強くするという意味においては，間伐

事業というのは非常に役立つ大切なものであると私は認識をしておりますから，そう
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いう有利な補助事業があれば取り入れて，町民の方に間伐を推進していくように進め

ていただきたいという思いがしております。 

 これからの間伐作業をどのように進めていくのかということについて町長にお尋ね

いたしますが，町長のひな会議の所信表明の中で，林業については，森林整備計画に

基づく間伐面積の拡大や，木材搬出道路の確保を目的として，今年度林道立川相生

線，婆羅尾岩屋線，婆羅尾尖石線を開設しましたというようなことを言っております

が，森林の保全管理や基盤整備に努めてまいりますという町長の所信表明をいただき

ましたので，町長としてこの間伐事業をどのように推進していくのか，町長のお考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 間伐に限らず，やはり森林整備という森林が持つ公益的な

機能というのは，環境から見ましても年間当たり70兆円の機能が持ってると，水源涵

養から始まって，地球温暖化の防止，それぞれの大変な機能を持っている森林でござ

います。これを適正に管理することによって，その機能が発揮できるわけでございま

す。 

 先ほど来議員ご指摘のように，やはり手入れができていなければ元来の下層植生が

生えないと。そういったことによって，まさに緑のダムと言われております森林が，

保水能力もない，水源涵養機能が果たせないというような，さまざまな災害につなが

るような森林となってくるわけでございます。 

 いろいろお話をしていただきましたけども，本町の67％が森林，全体からいいまし

て67％の4,600ヘクタールが森林面積であると。その中で，杉，ヒノキ，クヌギ等人

工林に近いものが約3,300ヘクタールを持っているというようなことでございます。

特に，20年生から，４年級から12年級，60年生近くは間伐の対象になる林齢だと思っ

ております。最近，特に主伐というのを行っておりませんので，だんだんと，今の人

間の寿命と同じように長伐期，非常に山を，今の現代語で例えれば少子・高齢化です

ので，若い木が少なくて長く材が売れないというようなことで，90年，100年の伐期

を持っているような山も，そうした事例がたくさんございます。 

 そういうことで，間伐がおくれているというような原因の一つに，所有権界がわか

りにくいというのが最大の原因だと言われております。立川であれば立川地区，県下
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でも最も林業として栄えた，今でも先進的な林業地帯だと思っております。この地

区，1,500ヘクタールの森林面積を持っておりますけども，過去10年間でいいます

と，搬出間伐を含め2,300ヘクタールを間伐を実施しているということでございま

す。これは実施率にしますと150％というようなことで，５年ごとに間伐をしながら

搬出も行われてきて，もうかるというか，そうした林業に携わっていると。こういう

ことができてるというのは，境界明確化事業と同様なことでございますけれども，立

川は特に今進んでいると。常にやはり所有者が山に入り，そうしたことをすることに

よって境界も明確化できる，山も成長もいいというようなことで，間伐が進んでいる

原因でございます。 

 そうしたことで，議員の地元でございます坂本にいたしましても，森林整備がおく

れているところも多々ございます。やはり，そうしたことに対しまして，土砂災害と

か地すべりの発生もありますので，間伐することによって森林の整備を行っていくこ

とが肝要だと思っております。林道等の整備をしながら，できればいいなあという思

いもいたしております。これも，地元の方の協力なしではできない事業でございま

す。今後ともそうした事業にも，というのは先ほど申し上げられていただいた３つの

林道は全て計画どおり終わっておりますので，それから新たなところに林道を開設し

て，森林の機能向上に努めていきたいと思っておりますので，ご協力のほどお願いを

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） できるだけ間伐事業も推進していただけますよう要望をし

て，この質問も終わりたいと思います。 

 私が後で聞きたいなと思ったことについても少々答弁もしていただきましたが，重

複するかと思いますが，間伐については終わって後の質問，林道のほうに少し入らせ

ていただきますが，今町長のほうからも答弁をいただいたし，町長の所信表明でも，

今行われている林道３路線が開通したということでありますが，この点について開通

だけなんか全て完了したのか，そこのところを建設課長にお尋ねをいたします。 

○議長（大西一司君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 林道におきましては，計画しておりました立川相生線
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と，それと婆羅尾岩屋線，その２路線については，国保事業については完工しており

ます。それで，相生線だけで申しますと，延長が3.3キロありまして，平成７年度か

ら県単の補助をいただきながら進めてまいりました。それで，平成12年から国保事業

に取り組んで，平成25年度予算で26年度完成ということで，おかげをもちまして相生

との町境まで行かせてもらいました。婆羅尾岩屋線におきましては，舗装工事も完工

して，今，供用開始をしております。 

 戻りまして，相生線におきましては，土道でございますので県単林道事業をいただ

きながら，路面の逐次整備を進めてございます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 今の３路線については大体開通もし，完了しましたというこ

とでありますから，今年度から新たに林道を設置する予定はあるのかどうか，またそ

の設置に当たり地権者との約束事という，そういう内容があると思いますが，そこら

について少し答弁を願います。 

○議長（大西一司君） 柳澤建設課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 勝浦町におきましての林道の計画といたしましては，現

在のところ計画はありません。約束事と申しますと，やはり林道開設に当たっては起

業地，いわゆる林道の敷地の用地とか，それから当然木も生えておりますので，立ち

木については無償でお願いしております。また，工事で林道で発生した残土について

も，地元関係者の協力のもと，近場で土捨て場の撤去とかというふうなものをお願い

してございます。 

 そういうことで，林道におきましては，やはり地元の絶大なる協力がなければでき

ないというふうな事業でございます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 今のところ，町としては新設の予定はなしということであり

ますが，新設するに当たっては，地権者に対して用地の無償提供であったり立木の無

償提供，その他残土については残土捨て場というようなものも確保してほしいという

ような要望がありますが，これを満たすというのはなかなか難しいかなという思いも
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しております。 

 というのは，立川みたいに山が固まっている，非常に大がかりな山があるところで

は比較的しやすいかなという感じもするんですが，この近辺のように１戸当たりの持

ち山が，そう面積はない，少しの面積が何ぼかにも分かれているというようなとこで

は用地関係者も非常に多くなってくるので，新しい林道をつけるにも非常に難しいか

なというところもあるんですが，町長の所信表明の中にもありましたように林道の整

備もしたいし，間伐も推進していきたいというような思いの中で，やはり何をするに

もこの林道，道がなければこれは始まらないことでありますから，できるだけそうし

た林道についても推進をしていただきたいと思います。 

 そこで，こういうことを言ってどうかわかりませんが，坂本にも非常にいい山がた

くさんあります，上のほうですが，そういうところにも新設の予定がないんであれ

ば，できればつけていただきたいなという思いはするんですが，地権者が多いので，

そこもつけてくださいという要望まではなかなかいかないんじゃないかと思うんです

が，そういう点もひっくるめて，これは町長にお聞きしたいと思いますが，町長とし

て林道の推進，山林の整備を進めるためには林道は必ず必要でありますから，その点

について町長の進め方というのか，そういうものをお伺いしたいと思いますが，町

長，お願いします。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 林道をつけることによって，今まで搬出ができなかったと

ころの本当に資源として眠っているところの木材の生産性が高まってくるというよう

なこと，それからまたもう一つ申し上げると，非常に道ができることによって人の出

入りが早くなって森林の管理もできやすくなっていきます。というような，さまざま

な効用，それに伴って保育管理や長い時間歩かなくても道によって近くで搬出もでき

る。また，最近特にタワーヤーダー初め，３点セットの高性能機械，最新の機械がど

んどん取り入れられております。このためにも，道路がなければ，とても入っていけ

ませんし，それが高く売れる木材にならないというようなところでございますので，

坂本だけで申し上げますと，南に向いていますので，ヒノキのいい材がかなりあるよ

うに見受けられております。今までも話があったんだろうと思うんですけども，なか

なかまとまって話ができなかったんでないかという思いがいたしております。 
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 だんだん時代も変わっておりますので，議員さん先頭に立って，地元でいろいろな

話もさせていただく，また私どももそれに加わって，そうしたことにも協力もさせて

いただくということで，ひとつお願いをしたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 河野道雄君。 

○３番（河野道雄君） 坂本だけにとどまらずですね。町内どこでもいいんですが，

できるだけ林道も整備して，貴重な資源である木材の搬出なり保全に力が入れるよう

に，林道整備は進めていただきたいという要望をしておいて，これで私の質問は終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（大西一司君） 以上で３番議員河野道雄君の一般質問は終了いたしました。 

 議事日程の都合により小休いたします。 

            午後３時30分 休憩 

            午後３時44分 再開 

○議長（大西一司君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 ４番篰公一君の一般質問を許可します。 

 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので一般質問

を始めたいと思いますが，きょうは本当に暖かい日となりました。県下では20度近く

に上るというようなことですが，桜のつぼみも一気に膨らむのではないかなと思いま

す。 

 ただ，１週間前には雪も降り，冷たい風も吹き荒れました。卒業式のシーズンでは

ありますが，「月に叢雲，花には嵐，さよならだけが人生だ」というように，これか

ら一本調子で暖かくなるとは思いません。 

 それでは，通告表に基づいて質問をしますが，まず第１項目めは新年度予算からと

いうことで，２件について質問します。 

 中田町政は，重点施策として，子育て支援の充実を標榜してきました。これは時流

に沿った政策，先取りした政策と思いますが，26年度に子ども・子育て関連３法に基

づく制度のもと子ども・子育て会議が設置され，子育て支援を総合的に推進する事業

計画が策定されました。 
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 そこで，福祉課長に尋ねますが，この事業計画は地域のニーズに基づき策定される

とありますが，主な内容はどういうものなのか，概略で結構ですので答弁をお願いし

ます。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） 去る２月18日，本年度最後の子ども・子育て会議がござ

いまして，そこで出された答申案と計画の最終案を協議する会議で策定いたしました

概要でございます。 

 計画の第１章は，計画策定の趣旨と背景から始まる基本的な考え方。第２章では，

子ども・子育てを取り巻く現状で，法に定められたニーズ調査結果と先行しておりま

す次世代育成支援対策行動計画の進捗状況，評価で構成されております。第３章は，

計画の基本理念及び施策の体系，この中には基本目標が３点設定されております。第

４章は，施策の展開，ここからが子ども・子育て支援新制度の趣旨が入っています。 

 まず，今後５カ年で，保護者が求める保育を中心に子育て支援施策の保育者ニーズ

を確保できるか。また，見込み量を確保するために何をすべきか。調査により，この

最もニーズの多かった子育て支援に係る経済的な保護者の負担の軽減は，ここに表現

されます。また，この章には，地域全体で子供の成長を支えるための交流拠点整備の

必要も示されております。 

 第５章は，計画の推進に向けて取り組む推進体制について，体制の整備化，計画の

評価，確認等で形成されております。 

 計画の概要は以上でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 今，課長から事業計画の概要について，第１章から第５章ま

で，特に第４章では，５カ年の計画で保護者の求める事業を行うというようなことが

ありましたが，それでは引き続き福祉課長に尋ねますが，その事業計画に基づいて，

従来からの施策で見直されるもの，また新しく創設された事業のうち，主なものの内

容と予算額はどうなっているのか。補正予算で繰り越された分もありますけれども，

それを含めて，先ほどの７番議員の質問と一部重なるようなところがあるとは思うん

ですが，事業名と予算額について答弁をお願いします。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 
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○福祉課長（大西博己君） 計画の趣旨に基づいた新たに創設された出産祝い金制度

が予算計上200万円と５歳児の保育料の実質無料化を500万円，子育ての包括的な交流

拠点整備構想調査費を100万円，これは議員おっしゃられたとおり26年度の補正予算

で対応しましたが，執行は27年度，新年度になります。当初予算に反映されるものと

いたしましては，新たに言語聴覚士による１歳６カ月から３歳児を対象とした発達健

診料を18万円計上してあるのと，学童保育につきまして障害児学童保育の１名該当増

及び夏休み中の利用者増に対応するため，また県の補助金要綱に基づき計上してある

のに加え，制度改正に伴い，資格取得のための研修費も委託費に上乗せして，対前年

度比251万3,000円増の1,038万円の予算計上となっております。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） ちょっと課長，答弁，確認しますが，出産祝い金の200万

円，この金額なんですが，就学前の子育て支援500万円，これ600万円と……，500万

円……。 

○福祉課長（大西博己君） 600万円です。 

○４番（篰 公一君） 600万円。 

○福祉課長（大西博己君） ５歳児の保育料の実質無料化ですね。 

○４番（篰 公一君） 600万円。 

○福祉課長（大西博己君） 600万円。 

○４番（篰 公一君） 今500万円。 

○福祉課長（大西博己君） はい。500万円って言いましたか。 

○４番（篰 公一君） いや，600万円ね。 

○福祉課長（大西博己君） 600万円です。申しわけございません。 

○４番（篰 公一君） 一応概要について説明していただきましたが，次に町長の所

信表明で，保育園児の中途入所受け入れのために待機児童予防対策に取り組むとあり

ますが，待機児童を減らすために途中入所を受け入れるということと思うんですが，

県下でも保育士の不足が言われています。実際，一，二年前にも，勝浦町の保育所で

も途中入所を希望される方がおりましたが，保育士さんの確保がおくれて，２カ月，

３カ月ちょっと待っていただいたというようなことがあると思うんですが，これにつ
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いては保育士さんの確保というのは問題なく対処できるのかどうか，答弁をお願いし

ます。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） ご質問の町長の所信表明，中途入所受け入れのための待

機児童予防対策の取り組みとあるのはということで，またこれによって保育士の確保

に問題がないのかというご質問でございますが，予算計上してございますのは，次年

度分入所申し込みの段階で４月以降に入所予定の児童に対応するもの，急には応募も

できませんので，当初から７月，９月に入所する予定の状態で４月に申し込みのあっ

た児童に対して，当初から保育士を採用しておかねばならない分の補助費でございま

す。これ以降は，法人側にも経営努力してもらい，少なくとも近年の実績から28年度

中に恐らく発生するであろう中途入所児童は，今のところどうにかなるとは思います

けども，近年の全県的な保育士不足，それと新聞報道にもございましたように，待機

児童の８割がゼロ歳児，１歳児の乳児でございます。その乳児の中途入所等もござい

ます。また，今後もそういう発生の懸念がございますので，近年，当面は大丈夫とは

今のところ言えませんが，今後現職の離職防止あるいはＯＢ等の潜在保育士の調査

を，法人とも協力して進めていかなければならないとこでございます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 課長の答弁では，今現在予定されている途中入所者の園児さ

んですね。４月以降７月，８月の分については対応できるだろうと。ただ，最近それ

こそういうゼロ歳児，１歳児の入所希望の方が私の周りでもおりますが，そういう方

がもし急に転入されてきた場合とかもある。それについては，鋭意努力というような

解釈で，その分を見込んで，今現在は余裕を持った体制ではないということですか。

ちょっとそこの確認だけ。 

○議長（大西一司君） もう一度，大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） 27年度中に発生する近年の実績から推測した人数には対

応できるだけの余裕は持っているそうです。ただ，状況等どうなるかわかりませんの

で，急に転入がふえたとか，そういう場合には，その状態までのことまでは，予測は

できておりません。ただ，今現在申込者及び中途申し込み予定，それとここ数年間で
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予測して，恐らく年度中にゼロ歳児が何人か来るだろうという分の余力を持った保育

士数は，今のところ確保できてる予定です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 今までの状況から見ますと，かなりインプルーブしていると

いうか，改善されているような状況にはなっていると思いますので，引き続き保育所

側，福祉法人側と，これはよく連絡を密にして対応していただきたいなと思うんです

が。 

 先ほどの説明でもちょっと出たんですが，学童保育の件です。これの充実が求めら

れています。私も，以前に一般質問したことあるんですが，町長の所信表明の中でも

ニーズの多様化に対応するための指導員の資質向上を図る研修に助成の実施がなされ

る，これは今課長のほうでこういう研修費の，今までのにさらに上乗せしたような研

修費の助成があり，なおかつこの夏休みの増に対する対応も考えて約251万円の27年

度は増額をしているというような説明がありましたが，その件は非常によくわかるん

ですが，そのほかに何か特筆すべきようなもんてありますか。 

 例えば環境整備，以前からちょっと別室のところで子どもが休めるような部屋を，

小学校の隣があいてますんで，部屋がね，そこらあたりで，体調が悪くなった子ども

が一時的に休憩できるような場所の確保とかというんが，要望があったと思うんです

が，そういうところの設備をふやすようなことは，この中に含まれていますか。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） 今のところ，今の保育スペースで休養スペースはとれる

ということで，まだ別にもう一部屋というとこまでは至っておりません。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） それともう一つ，これ以前にもちょっと問題ではないかとい

うようなことで質問させていただいたんですが，２つのクラブがありますね。これの

保育料の差がある。これは，いきさつはそれなりのことがあったらしいんですが，や

はり同一町内で学童保育をする場合，料金を統一したほうがいいんではないか。ここ

は問題ではないかというようなことを指摘したときに，福祉課長のほうは，やはりで

きるだけ統一した料金になるように鋭意努力するというような答弁だったと思うんで

すが，これは27年度中には解決できるような見通しなのかどうか，答弁をお願いしま
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す。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） 学童保育料の生比奈と横瀬の統一化ということで，26年

度から既にその作業には入っております。ただ，横瀬と生比奈両学童の設立当初，双

方の運営委員会で保育内容に応じた学童保育料を別々に定めるという経緯がございま

す。したがって，まず保育料の統一化は，保護者会の一本化というのから始めるとい

うこと，一致させねばなりませんので，両学童の運営委員会の統合の協議に入ってお

ります。26年度現在，片方は統一しても構わないという，合意を得ているんですが，

もう片一方は合意にまで至っておりません。これを27年度中の目標として進めていき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） その合意の見通しというか，感触はどんなんですか。いや，

１つのほうは，今合意が得られているといったことは，もうかなり進んでいって，最

後の詰めさえすればいいかなと思うんですが，反対というような感じではないんでし

ょう。安いほうに合わせてもらいたいというわけ，高いほうに合わすんだったら問題

だと思うんですが，安いほうに合わすとした場合，問題になるようなことがないと思

うが，そこの見通しだけちょっと再度お願いします。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） まだ予算化もしてない状態ですので，確定ではないんで

すけども，もし合意ができたほうの保護者会のほうには，合意ができたほうには，す

くなくとも，高いほうの保育料に統一するというようなことは申しません。恐らくそ

の中間か，安いほうのほうに合わせるような保育料設定で進めていくというふうに話

をしてございます。 

 ただ，もう一方の合意がとれてない保護者会というのが，ちょっと指導員と保護者

会のほうの接触機会が少のうございまして，対話が十分にとれないというような状況

がございます。ただ，これも何らかの接触機会，４月，５月に総会というのがござい

ますので，その時点で協議する機会は設けて，協議さえできれば合意は得られるもの

と思っております。そして，合意を得て，双方の統一した運営委員会さえ設置できれ
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ば，もう保育料の設定協議はそれほど時間がかかるとは思っておりません。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） ぜひわかりやすい料金体系，そういうぐあいになるように鋭

意努力をお願いしたいと思いますので，早急に適切な改善をすべきであると思いま

す。 

 あわせて，指導員の待遇の改善，これは今までも基本給の問題であったりとか休み

の問題であったりとか，かなりいろんなことが出ていると思いますので，これは27年

度の予算にはそれほど反映されているとは思いませんけれども，いわゆる５カ年計画

の中でしっかりと対応していっていただきたいなと思います。 

 次に進みますが，ひとり親家庭の支援策充実について質問します。 

 この件については，11月のみかん会議で８番議員が一般質問されましたが，特に教

育に関する貧困格差は改善されなければいけないとの思いで，今回取り上げました。 

 徳島県内では，昨年８月時点で母子家庭は8,678世帯，父子家庭は1,145世帯あり，

町内でも，みかん会議の答弁ではそれぞれ51世帯，17世帯あります。社会保障や税の

仕組みに問題があり，国や県でも対策が進められていますが，十分ではありません。 

 福祉課長に尋ねますが，こうした教育の貧困をなくすため，支援策が急がれると思

いますが，新しく年度で，それこそ町が新しく行う施策はどのようなものがあるの

か，答弁をお願いします。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） たちまちの町独自の支援策でございますが，11月みかん

会議で答弁したことの繰り返しになりますが，母子福祉年金が年100万円やひとり親

世帯の小口資金貸付制度もございます。また，所得制限はございますが，ひとり親世

帯の保育料は，最も安いほうのランクのＢ，Ｃの低いランクをさらに半額にするとい

う制度も実施しております。 

 今回26年度で補正して，27年度に繰り越して実施する分でございますが，国の交付

金を活用して，生活弱者地域商品券交付事業により１万円の地域商品券を配付します

が，母子，父子のひとり親世帯も該当となっております。 

 もう一つのご質問で，２月23日徳島新聞の朝刊に出たひとり親家庭の支援強化，こ
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れが要点としまして父母の学び直しの重視，つまりひとり親の親御さんのほうの教育

機会をふやして，さらにそのことによって，より安定した収入を得るための施策を今

後展開していくという政府レベルの要綱が発表されております。この要綱に基づきま

して，町のほうでも今後こういった制度の議論はしていくつもりではございますが，

たちまち町独自で教育支援制度というのを確立するのはかなり困難でございますの

で，当面はこの国，県の教育支援制度，かなり多数ございます。そのあたりを漏れな

くその該当の世帯に情報提供ができるようなネットワークづくりから始めていきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 課長の答弁からでは新しく27年度からは町独自として取り組

むような事業は今のところないというような答弁，内容からしたらそういう答弁だっ

たと思うんですが，ひとり親家庭支援，この徳島新聞のこういう記事だったと思いま

すが，これはひとり親の方が学び直しをするというような記事の内容とは思うんです

が，現実的にはちょっとそれがすぐ，そういうひとり親の家庭に経済的な支援になる

ような感じはしません。こういうことはこういうことで，国，県で進めていくべきと

は思うんですが，町の，子育て支援全体を考えたときに，ひとり親になりますと教育

の貧困率というのが一気に上がりますね，もう50％を超えるような形の貧困率になり

ますので，ここにはやはり必要な手当てはしていくべきではないかと思いますが，先

ほど課長が言われました，今回の26年度の補正で生活弱者支援地域商品券事業です

か，580万円，この中で母子，父子，多子，重度身障１，２級，いずれかに該当する

という，１万円の商品券を配付するとありますが，この事業についてちょっと確認さ

せていただきたいんですが，まず多子とは何人以上を多子というのか，課長。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） １世帯で２人以上の子どものいる世帯でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） ３月13日の新聞によりますと，多子世帯というのは３人以上

ということになっとるけど，ほな勝浦町は２人以上ということですか。一般的には３

人以上ということですが，勝浦町は多子というのは２人以上ということで，そういう
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決めていっとるということで問題ないでしょうか。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） 生活弱者支援発行事業ということで，町独自の要綱に基

づくというふうになってますので，一応勝浦町は２人以上を多子というふうに考えて

おります。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） それはそれで確認できればいいんですが，一般的に言われる

多子とは３人ということになっていますが，勝浦町は２人以上でいくということです

ね。 

○福祉課長（大西博己君） この事業ではです。 

○４番（篰 公一君） この事業ですね。 

 それで，これいずれかの要件に該当する場合ということですが，仮に母子家庭で３

人子どもさんがおる。母子家庭でもあり，多子でもありますわね。その場合は，１人

に対して，何人に対して例えば１万円か，それとも世帯に対して１万円なのか，ここ

らあたりはどういう線引きがあるんですか。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） 恐らく重複する要件の世帯はございますけども，あくま

でも１世帯に１万円の地域商品券ということでございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） じゃあ，世帯ですね，人数じゃなくして。 

○福祉課長（大西博己君） はい，世帯です。 

○４番（篰 公一君） 子供がたくさんいるから，その子供の分の何人分というんで

はなくして，１世帯ですね。 

 町長に，この件について町長の所見を伺いたいんですが，やはり27年度としては，

今の商品券事業は新しくなるんですが，ひとり親家庭への支援というのは，やはりも

っと充実していかなければいけないと思うんですよね。それで，先ほど言いました，

課長から答弁がありました，以前の８番議員のときの質問でも，町独自の母子福祉年

金，これが１世帯当たり１万円あるということですが，これは平成26年度の予算は

45万円なんですね。27年度は55万円なんですね。これは金額が増額されたんではなく
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して，対象の世帯がふえたというようなことであったんですが，やはりここらの充

実，それと今回の商品券事業，これはこれでいいと思うんですが，これはあくまで単

発になりますわね，こういう補助の事業ですから。こういうことは，継続的にずっと

続けていく必要があるのではないかと思うんです。 

 もう一回整理しますと，福祉年金の増額並びにこういう生活弱者への支援の継続，

ここらあたりについて町長の見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 特にひとり親の世帯に対することでございます。今回，生

活弱者というような母子，父子，多子と，特にそういう方々に対しましては，商品券

を送っていくというようなことでございます。聞かれてる私への質問は，今後とも続

けていくのかどうかと。この制度，単年の事業でございます。特に，基本的には国，

県の動向を見ながらやっていきたいというのが基本的なスタンスでございます。 

 以上でございます。 

○４番（篰 公一君） 年金は，年金の増額も。 

○町長（中田丑五郎君） 年金の増額につきましては，余りちゃんと検討したことは

ない。いや，１万円というのは聞いておりますけど，それを増額していくかというよ

うな，私，会議にも出ておりますけども，強い要望はないというふうに捉えておりま

す。いろいろお話を聞く中で，対応していかないかんのかなという思いはしておりま

すけども，今直ちにそれを増額するというようなことにはならないと，私のきょうの

答弁といたしましてもそういうことでございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） これはぜひ，それこそ子育て支援をずっと大事にしていくと

いう中で，総合的に考えていく必要があるとは思います。 

 また，商品券の事業についても，他の市町村では今回の２割プレミアムがついたそ

の２割，またさらにその上に１割つけて３割というようなところもありますので，や

はり町独自としてはそういうことも考えられたほうがよかったんではないかなと思い

ますが，この点については今後見直していっていただきたいなと思います。 

 ２点目は，介護保険特別会計について質問します。 

 １月会議の補正予算で，26年度が大幅な赤字となるため，一般会計から約5,800万
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円が繰り出されました。第５期計画の作成時に予想されなかった高齢化率の上昇や消

費増税などが要因とのことでしたが，私としては見通しに甘い部分があったような気

がします。が，基金も枯渇し非常に不安を感じるので，基本的なところを福祉課長に

質問しますが，現状を踏まえ，第６期計画では諸課題に対応すべく，十分な検討が必

要だったと思いますが，その概要について簡単に説明してください。 

○議長（大西一司君） 大西福祉課長。 

○福祉課長（大西博己君） 介護保険料を決定するに当たる根拠となる第６期計画で

ございますが，その概要のご質問だと思います。 

 第１章は，計画策定の趣旨及び根拠法。第２章，高齢者を取り巻く状況では，平成

21年度から26年度までの高齢者数の推移及び27年度から37年度までの推計。第３章

は，高齢者支援の現況と課題，介護予防，生活支援，施設支援等で構成されていま

す。第４章は，基本的な考え方，制度改正，施策の体系が規定されております。第５

章は，介護保険サービスの全容。第６章は，制度改正に伴う新たな地域支援事業。第

７章が給付費の詳細と介護保険料。第８章は，高齢者支援施策の充実強化また保健・

医療・福祉の連携による個々のニーズに適切な支援を行うための地域ケア会議。第９

章は，計画の推進体制。ここには包括支援センターの機能強化が規定されておりま

す。 

 以上の概要に基づきまして，その策定委員会の中で示した介護給付費の推計に基づ

いて，この前の条例改正案にお示しした介護保険料を提案させていただきました。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 今第１章から第９章までを述べていただきましたが，この内

容について，私も今聞いた限りでその内容に質問できるほどの理解力がちょっとない

んですが，要は保険料の水準と，それと給付費，それとあと介護予防の問題ですね，

そういうことを勘案して，厚労省の以前もありましたワークシートに従って介護保険

料を決めていくというようなことと思うんですが，細かいところはまた後で質問が出

てくるかもわかりませんので私の場合は省きますが，保険料ですね，被保険者にとっ

ては一番関心があるのは。勝浦町では，基準額が月額5,100円から5,800円に引き上げ

られます。最近の新聞によりますと，改定後は石井町が5,500円，神山町が4,700円，
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佐那河内村が5,333円となっていますが，勝浦町は県内で，この5,800円というのはど

のぐらいの水準になるのか，上のほうなのか真ん中ぐらいなのか安いほうなのか，順

位がわかっとれば一番いいんですが，福祉課長，どのくらいの水準になるのかわかり

ますか。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） 県下の市町村で新聞発表にないものは，電話等で問い合

わせました。２町ほど，まだ発表できないという答えでしたが，全体からいいます

と，基準額の5,800円というのは高い順から３番目でございます。ただ，5,800円以上

というのが10町村ございます。 

 以上の水準でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 上から３番目ということだけを聞きますと非常に高いな，高

い水準になるなと。それ以上のところが10町村あるというところが，非常に微妙なと

ころかなと思うんですが，このことは後でまたちょっと町長にもお尋ねしますが，次

の高齢者の人口推移と高齢化比率の予測については，第一読会の資料にありますの

で，ここではもう省略します。 

 それでは，福祉課長に続いて尋ねますが，この改定後の保険料で３年間運営される

わけですね。そう３年間運営していく中で，この水準の保険料で財政状態は，もう基

金がなくなってしまいましたが，わかりやすく言いますと，基金が積み立てれるよう

な余裕があるものなのか，どのぐらいの水準にあるものなのか，答弁をお願いしま

す。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） ずばり申し上げれるような回答ではないんですけども，

5,800円という数字は３カ年のあくまでも給付予測に基づいた数字でございまして，

なお１月補正で26年度までの基金不足による不足分の積み残し等をなくし，この保険

料に次年度の県からの借入金の償還分を上乗せするというようなことがございません

でしたので，これで少なくとも27年度から29年度の３カ年の保険給付費は賄えるだけ

の水準にあると思います。 

 ただ，これに加えて，この余力があって３カ年で基金が残るだけの余力があるかど
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うかというご質問でございますが，急激な給付増でなければ，３カ年で恐らくは生じ

ない見通しでございます。あとは，介護報酬のマイナス改定の給付抑制にどれだけ効

果があるかどうか，また過去の介護報酬改定後３年間の給付費の増減が及ぼす影響

は，年度によってまちまちでもございます。したがって，一概に推定もできません。

制度改正によります介護会計で執行している部分を，部分的にも制度改正によって一

般会計のほうに移ったり，介護予防事業による給付費の適正化に効果が出て，少しず

つでも基金が積み立てれるような見通しができるようになるかと思っています。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） わかりやすく言えば，26年度で一旦御破算にしたと，いろん

な問題を。それで，３年間の給付費は賄える見通しがあるけれども，基金を積み立て

れるかどうかというのは，そこまではわからない。ちょっと言えば厳しいようなニュ

アンスのようには聞こえたんですが。 

 ここで，町長に尋ねますが，課長の答弁によると，今回の保険料改定でも，財政基

盤的にはかなり余裕を持つというほどの十分なものではないというように判断するん

ですが，町長がこの5,800円の金額で判断した見解というか，要は被保険者負担が，

これは当然ありますね。それをどう判断するか。それと，一般会計からどのぐらいま

でを繰り越しできるのか。また，他町村とのバランスというのも，これは町長として

は当然考えると思うんですが，そのような観点から，どのような，とこでこの水準に

配慮をしたのか，例えばもう少し上げておくほうがよかったのか，またもう少し下げ

たほうがよかったのか，総合的に，ここらの町長の見解をお尋ねします。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） この介護保険料の5,800円という額につきましては，基本

的には第６期の介護保険料の事業計画に基づきまして，安定した介護保険料を維持す

るために，給付と負担のバランスを見据えて介護保険料を設定をしましたということ

でございます。平成27年度から始まっておりますこの計画，いろいろ要因ございます

けども，高く想定をしておりましたので，この間１月に補正予算というようなことで

組ませていただいて，精算という言葉が適当なのかどうかわかりません，そういうこ

とで，新年度から急激な保険料にはならないようにというようなことで設定をされて
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おるとこでもございます。 

 第６期につきましては，国のワークシートによりまして県の指導も受けながら算出

して，特にこの３年間の介護給付費の予測に基づき設定をさせていただいたというこ

とでございます。こうした特別会計の健全な運営を今後ともしていきたいというよう

なことでございますので，介護予防に十分取り組みながらやっていきたいということ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 町長の答弁では，当然給付と負担のバランスを考えてやった

ということですが，この件については後でも先輩議員が質問をして，深く掘り下げて

いただけると思いますので，今私は露払いとしては，もうこのぐらいのところで置い

ておきたいと思いますが。 

 福祉課長，最後に，要支援１，２の事業が町に移行される地域支援事業の見通しに

ついて，簡単に，どのぐらいの，どういうふうな考え，予定で進むのかだけ，答弁を

お願いします。 

○議長（大西一司君） 大西課長。 

○福祉課長（大西博己君） 制度改正に伴います新しい地域支援事業の見通しでござ

いますが，新聞紙上で取り組みようによっては市町村で格差が生じるというような表

現もございました。本町といたしましては，現状のサービスを低下させるようなこと

はせんようにしていくつもりでございますが，大きな課題は28年度末と29年度末に来

ます。１つが，介護予防生活支援サービス事業のうち訪問型サービスと通所型サービ

ス，この実施を受け皿づくりから取り組まなければならない主な課題でございます。

今のところ，この事業を，27年度からやろうと思えばできるんですけども，どこも着

手した市町村はございません。具体的に何をすれば制度改正の事業を実施した，対応

したとみなしてくれるのかとか，そういう具体的なガイドラインは出てませんので，

次年度に近隣市町村と協議の上，足並みをそろえて具体的な実施を協議するという段

階でございます。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 
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○４番（篰 公一君） 課長の答弁では，現状のサービスは維持するということで，

27年度はいろいろ研究して，他町村とのことも参考にしながら28年度以降に進めてい

くというような，こういうことでよろしいでしょうか。 

 それでは１項目めの質問はこれで終わりまして，２項目めは，阿南方面への通学手

段，通告書には通学バスということで書いてありますが，通学手段について質問しま

す。 

 この課題は，以前から多くの議員が一般質問で取り上げてきましたが，いまだ対応

できていません。昨年８月12日付で，勝浦町の高校生の通学を考える会から，400名

余りの署名を添えて町長に陳情書が出されました。議会も10月22日に町民との懇話

会，まちの声キャッチボールを実施し，その切実な願いに何かよい方法はないかと痛

感しています。 

 ここで，町長に尋ねますが，この陳情書を受け取って読んだ感想と，それに対して

どのような対策をしたらいいかと，その見解についてお尋ねします。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 特に阿南方面への通学のバスのことが具体的に載っており

まして，阿南方面への通学手段についてというようなことで要望が来ておりました。

それで，いろんな感想と対策についてというようなことで，私の見解を求められてお

ります。 

 このことにつきましては，昨年の８月に直接要望者の代表の方とお話をさせていた

だきまして，要望書を読まさせていただいたところでもございます。地理的な条件に

よって，そうした子どもさんの進路を変えざるを得ない生徒さんがいると，また大変

な思いをしながら，朝早くから通学をされている生徒さんもいると。また，通学時の

バイク等の通学によって事故等の心配もされているというような保護者の皆さん方の

本当の切実なそういうのを聞かせてもいただいております。 

 しかしながら，議員もご承知のとおり，いろんな方から，議会におきまして質問も

されておりまして，町といたしましても徳島バスの勝浦阿南線の開設はできないもの

かとか，スクールバスの活用というようなことも具体的に話が出まして，いろいろ調

べた結果につきましても議会報告をさせていただいて，スクールバスは無理だという

ような結論みたいな話にもなっております。 
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 これまでもいろいろ検討もさせていただいておりますし，また徳バスの今の経営状

況といいますのが非常に厳しい状況という中で，徳バスのほうにも行ってお話をさせ

ていただいた経緯もございます。 

 そういったことで，議員ご指摘のようにこれの対策，こうした方法でやるんだとい

うような対策は，現在のところないというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 今までの取り上げてきた経緯，町長が述べられましたが，ま

さにそのとおりで，何人もの議員が長年にわたって一般質問して，どうにかしてこれ

何か対応できないかというようなことで，先ほど言いました徳バスのこと，スクール

バスのこと，またそのほかの何かアイデアはないかということで述べてきたんです

が，それを対策はないと，ただその一言で片づけられるのは，それでは町民との要望

に，議会にも当然責任もありますし，町長としても町民の要望を聞くという責任があ

ると思うんですよね，それは当然。それに対して，せめてやはり検討をずっと協議を

していくという姿勢は必要ではないかと思います。ただ対策，妙案がないから，今の

ところだめやというのでは余りにも芸がないというか，姿勢に少し問題があるんでは

ないかなと思います。その点，述べることがあるなら。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 私が申し上げたのは現段階の話でございまして，これでも

う全て今後とも何もしなくて，検討もしないということでなしに，現時点の答弁とし

ましては，これがあるというような手だてのことは今のところありませんということ

でございます。少し言葉足らずになったかもわかりません。現時点での答弁でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） これは，常に町長としては四六時中考えておくべき問題であ

って，私としたら，できたら所信表明の中にもこういうことにも取り組んでいきたい

というようなことは述べてもらいたいなと思うんですが。 

 ちょっと逸れますが，議会と，先ほど言いましたその会との懇話会の中で直接聞い
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た話なんですが，阿南の高校に通学できないために子供の進路が限定されて，能力を

伸ばしてやれないかもしれない。これは町長も，その中でいろんな文書に出てくるこ

とですが，その次に，町からの転出も考えざるを得ないというような家庭も複数あり

ました。また，阿南の養護学校に通わざるを得ないけれども，それに対する交通手段

がない。これも，転出も視野に入れているという声もありました。高校生だけではな

くして，そういう家庭もありました。 

 そこで，今，町では若者定住対策に力を入れており，賃貸住宅建設に3,600万円，

家賃補助に約300万円の予算をつけていますが，町外からの転入者がふえるのは，そ

れは非常に結構なことですが，子供の進学のことで転出をしなければいけない，そう

いうのを防ぐ対策も必要ではないかなと思います。この３月まで，阿南方面へは31名

の生徒が進学しています。 

 この３月にも，９名の方が受験されたようですが，仮に，これはあくまでも仮の話

ですが，９人乗りのジャンボタクシーがありますね。これを町内業者に委託した場

合，１往復約5,000円から6,000円，でいけるそうです。送り迎え，日に２往復として

も１万円の経費で，９人乗りのジャンボタクシーを利用した場合はいけます。年間

200日通学するとして200万円。このうち，受益者負担も考えますと，それほど大きな

費用ではないと思います。 

 現実的には，各高校によって土曜日，日曜日の行事がばらばらであったり，クラブ

活動や授業内容で下校時間の問題があるとは思いますが，やはり若者定住対策の一環

としても，町は取り組むべきではないかと思います。この中には町の交通弱者対策を

全体的に見た中でも考えていく必要があると思うんですが，その点，若者定住対策の

中の一環として，また町の交通弱者対策全体としての中の一つとして展望をどのよう

に持っておられるのか，町長の答弁をお願いします。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 若者定住対策というような視点からのお話でございます。 

 もともと今行っております民間の賃貸住宅の定住促進，これは若い人が勝浦町で住

むところがないと，だとすれば町外に出ていって，そこで若い人が住む。それだった

ら，どうにかして，勝浦町にそうした２ＬＤとか３ＬＤＫの若い方が住めるような住

宅を建てて住んでいただきたいというようなことで，若者定住というようなことで，
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県外でも下條村あたりでも，大変そうしたことで住宅が建ってるというような成功例

が出ております。そんなことで始めた事業でございます。 

 逆に，進めながら生徒さんの通学をはじめさまざまな理由で町外へ，先ほど申し上

げました，私のほうからお話はしました進学を変えざるを得ないというのは，非常

に，親としても大変な思いがしているというようなことは十分わかっているつもりで

もございます。その中で，それで町外に住まざるを得ないというのは非常に，一方で

町内に住むように進めながら町内にいてほしいと言いながら町外へ流出しているとい

うようなことは，非常に私にとりましてもじくじたる思いがいたしております。 

 もう一件，阿南市の市内から出ている下大野とか上大野まで来てるバスのことも，

若干，今後とももう一つ踏み込んで調べていかないかんのかなというようなこともご

ざいますし，また地方創生の総合戦略の中でも，こうした問題を取り上げながら議論

をしていきたいなと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 町長のほうからは，町外からの若い人の誘致には力を入れて

いるのに，町内の若い人が子供の進学のために出ていかざるを得ないのはじくじたる

思いがあるという答弁でした。まさにそのとおりと思うんですね。これは，だからや

はりその保護者の方については，高校の期間ていうのは短いですね，３年間ですの

で，また翌年，また次の年に考えるというようなもんでないと思いますので，これは

スピードアップして，その対策を，これぜひ考えていっていただきたいと思います。

このことについては，後でもまた質問が出ると思いますのでこのぐらいですが。 

 ちょっと，町長に対する質問はそれで終わりますが，少しちょっと順序が逆になっ

た気がしますが，教育長にお尋ねします。 

 私が，平成21年９月定例会で質問した際，当時の教育長の答弁では，徳バスと協議

をしたところ，負担金を出せば路線バスの運行も可能ではないか，引き続き協議して

みたいということでした。実際に，神山町などでは，徳島市営の通学バスに補助金を

出して運行しているところもあります。徳バスの路線運行というのが，町にとっても

一番現実味があって経費がかからないところであると思うんですが，教育長，就任し

てから期間も短いですが，行政が継続ということがありますのであえて聞きますが，
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徳バスとの協議，教育長になられてからされたことはありますか。 

○議長（大西一司君） 椎野教育長。 

○教育長（椎野和幸君） 今，議員のほうから公共交通機関の運営ということでご質

問がございました。教育委員会というよりは総務企画課の課題になるかと思うんです

けれども，教育委員会も実はバス会社との交渉に立ち会っております。そういう意味

で，私のほうからご答弁をさせていただければというふうに思います。 

 結論から申し上げますと，徳島バスにおける勝浦線の経営状態に加え，今般徳島バ

スでは，徳島市営バス，それから小松島市営バス，この路線運行の引き受けという事

業が控えております。採算性に加え，さらには全国的にバスの乗務員が大きく不足を

しておるという実態がございます。そういったところから，乗務員の確保という面か

らも，新たな路線の開設はできないというのが徳島バスの回答でございました。これ

は，徳島バスの取締役営業部長と企画総務担当の伊丹参事，それから私という形で会

談をさせていただく中で，徳島バスから頂戴をした現状の回答でございます。 

 それから，ご質問の中に神山町の云々というお話が出てまいりました。私なりに掌

握しておるところでは，既定の路線があった。それに，国道438が佐那河内が整備が

できて新たなトンネルができて神山に広く早くつながるようになったということで，

既定の路線に神山町から新たなトンネルを抜けて，ルート438で佐那河内経由で出て

くると城南高校に１時間かからず通学することができるということで，高校生の利便

性を求めて補助を出しておるというふうに聞いておりまして，新たな路線開通という

のではなかったんじゃなかろうかというのが，今私が認識しておるところでございま

す。少し余談でありましたけれども，以上であります。 

 個別の民間の企業係数でございますので，詳細につきましては差し控えさせていた

だきますが，先ほど申し上げましたように，公共の交通機関，さらには勝浦町も補助

金を出しておるというところから，私のほうでお教えをいただきました徳島バスの今

の経営状態というのを，少しご報告をさせていただけたらというふうに思います。 

 今申し上げました背景というのは，十分ご理解いただいた上でお取り扱いをいただ

ければということでございます。平成26年度ということで，勝浦線の採算性について

聞いてまいりました。 

 まず，経常収益でございますけれども5,580万円，経常収益ですね。それから，経
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常費用が8,260万円かかっておるというふうに聞いております。ですから，差し引き

をいたしますと，経常損益は△の2,680万円になります。これに，国並びに県の補助

金がございます。これは1,520万円。それから，勝浦町単独での補助金が約120万円で

ございます。先ほどの経常損益の△の2,680万円に，今申し上げました補助金２つを

差し引きいたしますと，補助金加算後の損益で，△の1,040万円になります。平たく

言いますと，年間，勝浦線の徳島バスは1,040万円赤字を出しておるというのが今の

実態というふうにお聞きをしてまいりました。 

 ちなみに，徳島バスの全路線のトータルですけれども，路線バスのトータルで，経

常損益は△の１億580万円というふうに聞いております。ですから，ざっくりと全路

線の約１割が勝浦線で，残念ながら赤字路線になっておるというのが徳島バスの実態

というふうに聞いております。 

 企業ですので，利潤を追求しなければなりません。そういった意味で，結果的に長

距離バスですね，こちらのほうでもうけをしておりますが，徳島県内の路線バスでは

非常に苦戦をしておるというのが実態というふうに聞いてまいりました。 

 また，緑ナンバーをつけました営業用バスの乗務員，運転手でありますけれども，

先ほども少し申し上げましたが，全国的に非常に不足をしておりまして，四国，徳島

県も例外ではございません。徳島バスにおきましても，運転手確保のために，まず採

用する。まず採用をして，採用した後に大型２種の免許証を取らせて，それでバスの

運転手として乗務をさせておるという雇用実態というのも，複数県にわたって発生を

しておるということを聞いております。 

 以上，長々申し上げましたけれども，徳島バスによる新規の路線開設は望めないと

いうのが現状でございます。ただ，これで終わりますと，多分議員からはお叱りを受

けるというふうに思いますので，今はちょっと時期的に交通整理が必要でございます

ので，詳しくは申し上げませんが，それなりの腹案というのは考えておるつもりでご

ざいますので，ご理解をいただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 教育長の答弁というか，説明は非常にわかりやすかったんで

すけれども，ただ徳バスの経営状況まではちょっと質問はしていなかったんで，ここ
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でそれについて言うことではないと思うんですが，私が質問した平成21年当時よりは

いろんな面で小松島市バス，徳島市バスとの，徳バスが引き受けるための運転手な

り，そういう車両の問題もあると思うんですが，そういうことでさらに厳しくなって

いるということも，この点に尽きると思うんですが，ということは徳バスがなかなか

路線バスの開通を認めないとなったら，これはやっぱり町全体としてはコミュニティ

ーバスとかデマンドバスとか，そういうことを町営的にというか，そういうふうに考

えていく交通体系，弱者の対策として考えていかざるを得ないと思います。 

 教育長，それ以外にも何か腹案があるというようなことでしたが，以前鳩山総理が

腹案があるというて大変なことになったことがあると思いますが，そういうことにな

らないように，その腹案はちゃんと生きたものにしてもらいたいと思いますが。 

 以上でこの阿南方面へのバスの交通手段確保については終わりますが，最後の項目

になりますが，この３月末で２人の課長が定年退職を迎えられますが，それぞれの業

務の課題について，２点ずつ質問したいと思います。 

 まずは，レディーファーストで前田税務課長に尋ねますが，前田課長は平成24年４

月から，以前の総務税務課から企画総務課と税務課に分かれて以来担当されています

が，税の徴収は国においても自治体においても，行政運営の根幹をなすものでありま

す。昨日まで確定申告が行われましたが，勝浦町の場合，毎日町内放送し，各地区で

の手続ができて，町民にとっては非常にありがたいことですが，私も３月２日に地元

で済ませました。そのときに思ったのですが，臨時職員の方がおられて，非常にてき

ぱきと仕事をこなしており，これは非常にその人は役に立っているな，この人がいな

ければもっと時間がかかるかもしれないなと思い，ちょっとその人に聞いてみます

と，確定申告のときだけ応援しているとのことです。 

 そこで，課長に尋ねますが，課の人員体制として，現有職員で全ての業務が遂行で

きるのか，それとも確定申告のときみたいに非常に忙しいときは臨時職員を雇って，

町民の利便性を図るようにすべきなのか，その点についてどのように思っているか，

答弁をお願いします。 

○議長（大西一司君） 前田税務課長。 

○税務課長（前田泰子君） 税収は，町の財源であります。申告は，税収に本当につ

ながっていきます。適正，公平な課税を図るために，常々きちんとした申告などを心
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がけております。申告期間中も，各自の担当業務をしながら申告受け付け業務を実施

しております。税務課になりまして，人員は減っております。税務課は，一丸となっ

て真摯に仕事に取り組んでおります。配置された人員で仕事をするということは，大

変重要なことであると考えております。しかしながら，申告受け付け期間におきまし

ては，住民の方の申告待ち時間などの短縮になるのなら，申告補助員は絶対に必要な

ことだと思います。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 今課長が答弁していただいたとおり，確定申告に行ったとき

一番気になるのは待ち時間なんですね。それが，そういう臨時職員の方がたとえ１人

でもおられて短縮していただけるというのは，これは住民にとっては非常にありがた

いことと思いますので，この点については，町長のほうもひとつよろしく配慮してい

ただきたいなと思いますが，これは答弁を求めるようなことではありませんのでよろ

しくお願いします。 

 ２点目は，国保運営の県移行についてであります。 

 これは，従前より，よく取り上げられてきましたが，いよいよ平成30年度からの実

施に向けて，法案が提出されることになりました。今まで言われてきた保険料の水

準，また積立金や繰越金など，財政面，制度面で対応していかなければならない課題

についてはどのように思っておられるか，答弁をお願いします。 

○議長（大西一司君） 前田税務課長。 

○税務課長（前田泰子君） 現在，国や県は調整中で，何も決まっていないのが状況

であります。県内の市町村の保険者が気になっているということは，市町村が保有を

している基金や繰越金の扱いがどうなるかということではないかと思っております。 

 厚労省の見解では，分賦金の納付などに充てられるものと考えているが，国保特別

会計を閉じるか継続させるかについて，総務省との調整が必要になるという回答であ

ります。その後に出ました国保法改正案のポイントには，都道府県と市町村はそれぞ

れ特別会計を設置するとなっております。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 
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○４番（篰 公一君） 課長の答弁によりますと，まだ，これと言って決まったこと

なんだけれども，国保特別会計はそのまま設置していけれるということは，基金なり

繰越金は，その後も町で使えるような道が開けるという判断でよろしいでしょうか。 

○議長（大西一司君） 前田課長。 

○税務課長（前田泰子君） 現在のところ，そのように理解をしております。県にも

確認をいたしましたが，厚労省の回答であります分賦金等の納付などに充てられてい

ると，県も考えているようであります。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） このことについては，さらに県との情報をいち早く入手し

て，適切な処置をしていかなければならないと思います。 

 議長，ちょっと小休。 

○議長（大西一司君） 小休します。 

            午後４時52分 休憩 

            午後４時53分 再開 

○議長（大西一司君） 再開します。 

○４番（篰 公一君） 次に，豊岡出納室長にお尋ねします。 

 １点目は，基金の運用についてであります。 

 これは，私が議員になったときの最初の一般質問で取り上げたものですが，現在町

には約30億円の基金があります。当時は20億円余りの基金がありまして，超低金利の

時代ではありますが，短期国債などの運用をしてはどうかという質問をしたのです

が，その質問の後，定期預金の見直しをしたところ，１年余りで100万円単位の利息

がふえました。そして，当時の室長が県の公金管理指針を研究し，国債などの運用を

検討したいとの答弁がありました。他の自治体では，国債や県債で運用しているとこ

ろもありますが，こういうことを研究されたことはありますか。 

○議長（大西一司君） 豊岡会計管理者。 

○会計管理者（豊岡和久君） 現在出納室においては，２月末ですが，基金を約29億

円保管してございます。国債の運用などの研究につきましては，まず運用に関する知

識の習得，まずこれが必要であることから，今は県において公金管理担当者研修会と
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いうのがございます。こういう研修会の中において，国債等の運用についてというも

のも研修内容にもありまして，そういう研修会には参加しており，また民間等の勉強

会においては，案内がありましたら参加をしているところでございます。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） 室長の答弁によりますと，県や民間の研修会には参加してい

るということですが，当然これは厳しい管理のもとというか，損失を出すようなこと

があったらいけませんので当然元本の保証というのがあるべきと思いますが，やはり

その中においても有利な運用をするということでの利息の確保ということは，指針に

基づいた範囲であれば問題ないかと思いますので，引き続き研究のほどをよろしくお

願いしたいと思います。 

 最後に，適切な事務処理の課題ということで質問しますが，各種補助金などが適切

な時期に支払わなければ，その活動に支障を来す場合があります。また，町内の業者

などへの支払いがおくれれば，町の信頼にもかかわります。以前には，私も何度かそ

ういうことを耳にしたことがあります。これは，出納室の処理に問題があるとは思い

ませんが，出納室に伝票が回ってくるまでの各課の処理に改善すべき点があれば，出

納室長の考え方を述べていただきたいと思います。 

○議長（大西一司君） 豊岡会計管理者。 

○会計管理者（豊岡和久君） 支出の方法でございますが，これにつきましては地方

自治法第232条の４におきまして，会計管理者は町の命令がなければ支出することが

できないとなっております。これによりまして，債権者からの請求に対しては各課で

支出命令，支出伝票ですが，これを起票して決裁を受け，出納室のほうへ回ってきて

おります。出納室では，伝票を審査し支出決定をしておりますが，各課においては債

権者から請求を受けたら支払いのおくれのないように支出伝票を起票し，支出決定権

者の決裁を受けて出納室に届けていただけるように改善いただきたいと思います。 

○議長（大西一司君） 篰公一君。 

○４番（篰 公一君） これが，当たり前のことが当たり前のようにできれば問題は

ないはずですが，それがやはり職員の個人的なところに問題が，今まではあったよう

なところにも思いますが，やはり当たり前のことを当たり前にするように各課のほう

で努力していかなければいけないと思いますし，町長のほうは，それに対して，ここ
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で指導力を発揮していただきたいと思います。 

 このたび７名の方が退職されるようですが，退職される方全員に，長年のご尽力，

ご功績に対し敬意を表して，私の一般質問を終わります。どうもありがとうございま

した。 

○議長（大西一司君） ちゃんと時間内にしもうてくれました。 

 以上で４番議員篰公一君の一般質問は終了いたしました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れでございました。 

            午後４時59分 散会 

 


